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予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので，介護保

険法第７８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により告

示します。

　指定年月日　平成３０年１月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

医療法人社団
林医院

ルネッサンス
ホームヘルプ
可部

広島市安佐北
区可部町大字
今井田字下柳
瀬６５３番地

訪問介護

医療法人社団
林医院

ルネッサンス
ホームヘルプ
可部

広島市安佐北
区可部町大字
今井田字下柳
瀬６５３番地

介護予防訪問介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２号

平成３０年１月４日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項に規定

する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したの

で，同法第８５条第１号の規定により告示します。

　指定年月日　平成３０年１月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社
seed-faith

シードフェイ
ス・ケアサポ
ート

広島市佐伯区
五日市中央五
丁目１０番２�
４－２０１号

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３号

平成３０年１月４日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で，広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

　指定年月日　平成３０年１月１日

広島市長　　松　井　一　實

開設者 施設
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社アイ�
・テック

株式会社アイ�
・テック介護
サービスふれ
あい・広島中
央事業所

広島市中区榎
町１０番７号
ロアール榎町
１Ｆ

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

有限会社ファ
ミリークラブ

ももの会訪問
介護事業所

広島市中区江
波本町１６番
５号

生活援助特化型訪
問サービス
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告 示
広島市告示第１号

平成３０年１月４日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項又は地域における医療及び介護の総合的な確保を推

進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第

８３号）附則第１１条若しくは第１４条第２項の規定によりなお

その効力を有するものとされた同法第５条の規定（同法附則第１

条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改正前の介護保険法

第５３条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護
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　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市西部障害者デイサービスセンターの指定

管理者を次のとおり指定したので，広島市障害者デイサービスセ

ンター条例（平成元年広島市条例第３３号）第１６条第３項の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定に係る公の施設

広島市西部障害者デイサービスセンター

２　指定の相手方

広島市西区打越町１７番２７号

社会福祉法人広島市手をつなぐ育成会

３　指定の期間

平成３０年４月１日から平成３４年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６号

平成３０年１月４日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市北部障害者デイサービスセンターの指定

管理者を次のとおり指定したので，広島市障害者デイサービスセ

ンター条例（平成元年広島市条例第３３号）第１６条第３項の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定に係る公の施設

広島市北部障害者デイサービスセンター

２　指定の相手方

広島市東区光町二丁目１５番５５号

社会福祉法人広島市社会福祉事業団

３　指定の期間

平成３０年４月１日から平成３４年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第７号

平成３０年１月４日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市東部障害者デイサービスセンターの指定

管理者を次のとおり指定したので，広島市障害者デイサービスセ

ンター条例（平成元年広島市条例第３３号）第１６条第３項の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定に係る公の施設

広島市東部障害者デイサービスセンター

２　指定の相手方

広島市西区打越町１７番２７号

社会福祉法人広島市手をつなぐ育成会

３　指定の期間

平成３０年４月１日から平成３４年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

株式会社アイ�
・テック

株式会社アイ�
・テック介護
サービスふれ
あい安佐南事
業所

広島市安佐南
区中筋一丁目
１３番３号西
幸ビル３Ｆ

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社メデ
ィカルケアサ
ポート

ヘルパーステ
ーションいな
穂古市ケアセ
ンター

広島市安佐南
区古市二丁目
３５番１１－
２０１号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

医療法人社団
林医院

ルネッサンス
ホームヘルプ
可部

広島市安佐北
区可部町大字
今井田字下柳
瀬６５３番地

訪問介護サービス

有限会社真愛 しんあい訪問
介護事業所

広島市安佐北
区深川一丁目
４７番１４号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

医療法人あか
ね会

土谷ヘルパー
ステーション
佐伯

広島市佐伯区
美の里一丁目
４番２１号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

医療法人メデ
ィカルパーク

野村病院デイ
サービスセン
ター「ぎおん」

広島市安佐南
区祇園二丁目
４２番３４号

１日型デイサービ
ス

Be�the�light
株式会社

デイサービス
センターくる
み

広島市安佐北
区口田南八丁
目１７番１８
号メロウリス
トビル１０２
号室

１日型デイサービ
ス

医療法人吉川
医院

吉川医院デイ
サービスセン
ター

広島市安佐北
区三入六丁目
１番４号

１日型デイサービ
ス

株式会社
KD.�SEVEN ゆめか川内

広島市安佐南
区川内六丁目
４１番１２号
コーポ松本１�
０１

短時間型デイサー
ビス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４号

平成３０年１月４日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市心身障害者福祉センターの指定管理者を

次のとおり指定したので，広島市心身障害者福祉センター条例

（昭和５８年広島市条例第４１号）第１５条第３項の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定に係る公の施設

広島市心身障害者福祉センター

２　指定の相手方

広島市東区光町二丁目１５番５５号

社会福祉法人広島市社会福祉事業団

３　指定の期間

平成３０年４月１日から平成３４年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５号

平成３０年１月４日



平成３０年２月２８日� 第１０５３号　―５―広　　島　　市　　報

号）第２条第２項に規定する収納金の収納

⑵　広島市競輪特別会計規則第４条の規定による支払（競輪場

外で行うものに限る。）

３　委任年月日

平成３０年３月５日

４　委任期間

平成３０年３月５日から同年４月１日まで

（別紙）

設置場所 取扱場所 氏名 委任期間

競輪事務局 ラ・ピスタ新橋 曽我　訓久 H30．３．５～
H30．４．１競輪事務局 サテライト横浜 木暮　慎二

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１号

平成３０年１月５日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，健康福祉局保健部動物管理センター出納員の事務の

一部を次のとおり委任及び解除をしたので，同項後段の規定によ

り告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員及び委任年月日

広島市健康福祉局保健部動物管理センター

狂犬病予防指導員　竹永　祐司

平成３０年１月１日

２　解除を受けた分任出納員及び解除年月日

健康福祉局保健部動物管理センター

狂犬病予防指導員　野田　宗志

平成２９年１２月３１日

３　委任又は解除した事務

広島市衛生関係手数料条例（平成１２年広島市条例第２２

号）第２条に規定する手数料（動物管理センターの所掌事務に

係るものに限る。）の収納

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１２号

平成３０年１月１０日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

施術者

施術所

業務の種類 指定年月日
名称

所在地
（出張専業の場合
は施術者の住所）

広島市告示第８号

平成３０年１月５日

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定により，広島圏都市計画

（広島平和記念都市建設計画）下水道を変更したので，同法第２�

１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により，

次のとおり告示し，同条第２項により同法第１４条第１項に規定

する図書を縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　都市計画の種類

広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）下水道

広島公共下水道

２　都市計画を変更する土地の区域

広島市安佐南区の伴西四丁目，伴西五丁目及び伴西町の各一

部，佐伯区の石内東四丁目の全部並びに石内東一丁目，石内東

二丁目，石内東三丁目及び五日市町大字石内の各一部

３　図書の縦覧場所

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市都市整備局都市計画課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第９号

平成３０年１月５日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市こども療育センターの指定管理者を次の

とおり指定したので，広島市こども療育センター条例（昭和４９

年広島市条例第２３号）第３７条第３項の規定により告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定に係る公の施設

広島市こども療育センター

２　指定の相手方

広島市東区光町二丁目１５番５５号

社会福祉法人広島市社会福祉事業団

３　指定の期間

平成３０年４月１日から平成３４年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１０号

平成３０年１月５日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部を次のと

おり委任するので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受ける分任出納員

別紙のとおり

２　委任する事務

⑴　広島市競輪特別会計規則（昭和２８年広島市規則第１０



―６―　第１０５３号� 平成３０年２月２８日広　　島　　市　　報

平成２８年
１０月３１
日

通所介護事業所
「あい」

広島市安佐北区
口田三丁目３３
番５号

株式会社のぼる
メディカル

平成２８年
１０月１３
日

あるケア
広島市南区皆実
町一丁目１９番
５号

株式会社プライ
マリ・ケア

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５号

平成３０年１月１１日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　フォレオ広島東

⑵　所在地　広島市東区温品一丁目１１２１番地１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

大和ハウス工業株式会社

代表取締役　芳井　敬一

大阪市北区梅田三丁目３番５号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

大和ハウス工業株式会社

代表取締役　大野　直竹

大阪市北区梅田三丁目３番５号

（変更後）

大和ハウス工業株式会社

代表取締役　芳井　敬一

大阪市北区梅田三丁目３番５号

⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）別紙１のとおり

（変更後）別紙２のとおり

４　変更年月日

⑴　平成２９年１１月１日

⑵　別紙１及び別紙２のとおり

５　届出年月日

平成２９年１２月２７日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市東区東蟹屋町９番３８号

広島市東区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

神尾　
清美

往針セン
ターひろ
しま

広島市西区古江東
町１８－２８－２�
０２

あん摩・マ
ッサージ 平成２８年

１０月１日はり・きゅ
う

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１３号

平成３０年１月１０日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項

及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第３０号）第１４条第４項の規定により，介護扶助のための

介護を担当する機関として，次に掲げる介護機関を指定したの

で，生活保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日

ツクイ広島南千田 広島市中区南千田東町
４番２８号

平成２９年１１月
１日

コイ薬局
広島市西区己斐本町一
丁目５－８センテニア
ル己斐本町１Ｆ

平成２９年２月１
日

フジミ薬局 広島市中区富士見町５
－５

平成２９年４月１
日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１４号

平成３０年１月１０日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項

において準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４

項の規定により，次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出

があったので，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

廃止年月日 事業所の名称 所在地 事業者（法人）
の名称

平成２９年
１１月３０
日

ヒューマンライ
フケア広島

広島市南区東雲
本町二丁目１４
番１８号

ヒューマンライ
フケア株式会社

平成２８年
１０月３１
日

デイサービス
「ソナタ」

広島市安佐北区
狩留家町２８３�
２番地

株式会社のぼる
メディカル

平成２８年
１０月３１
日

デイサービス
「みんなの家」

広島市安佐北区
口田南八丁目１�
５番２号

株式会社のぼる
メディカル

平成２８年
１０月３１
日

ヘルパーステー
ション「みんな
の家」

広島市安佐北区
口田南八丁目１�
５番２号

株式会社のぼる
メディカル

平成２８年
１０月３１
日

通所介護事業所
「ゆめ」

広島市安佐北区
口田三丁目３３
番５号２Ｆ

株式会社のぼる
メディカル



平成３０年２月２８日� 第１０５３号　―７―広　　島　　市　　報

競輪事務局 松山競輪場 松花　光雄
競輪事務局 サテライトこまつ 大原　文博
競輪事務局 サテライト西予 田中　傑計
競輪事務局 サテライト札幌 山村　英次
競輪事務局 サテライト石狩 野澤　和雄
競輪事務局 サテライト男鹿 松村　めぐみ
競輪事務局 サテライト石鳥谷 坂本　亮
競輪事務局 いわき平競輪場 馬目　康史
競輪事務局 サテライト大和 杉岡　雄二
競輪事務局 サテライト新潟 水澤　正一
競輪事務局 サテライト会津 石黒　和子

競輪事務局 サテライトしおさ
い鹿島 海老原　孝之

競輪事務局 サテライト中越 瀧　研一
競輪事務局 サテライト水戸 網代　政巳
競輪事務局 サテライト双葉 今村　昌俊
競輪事務局 サテライト市原 湯沢　秀臣
競輪事務局 千葉競輪場 鴻﨑　豊宏
競輪事務局 川崎競輪場 伊東　大介
競輪事務局 名古屋競輪場 千賀　博通
競輪事務局 豊橋競輪場 柘植　靖仁
競輪事務局 松阪競輪場 松葉　智子
競輪事務局 岸和田競輪場 船橋　恵子
競輪事務局 サテライト大阪 吉野　博
競輪事務局 久留米競輪場 豊福　浩二
競輪事務局 サテライト中洲 原田　知典
競輪事務局 サテライト北九州 堀　健一郎
競輪事務局 別府競輪場 上田　亨
競輪事務局 熊本競輪場 山浦　英樹
競輪事務局 サテライト阿久根 中山　博照

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７号

平成３０年１月１１日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部を次のと

おり委任するので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受ける分任出納員

別紙のとおり

２　委任する事務

⑴　広島市競輪特別会計規則（昭和２８年広島市規則第１０

号）第２条第２項に規定する収納金の収納

⑵　広島市競輪特別会計規則第４条の規定による支払（競輪場

外で行うものに限る。）

３　委任年月日

平成３０年４月２日

４　委任期間

平成３０年４月２日から同月１２日まで

平成３０年１月１１日から同年５月１１日まで。ただし，

日曜日，土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成３０年５月１１日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６号

平成３０年１月１１日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部を次のと

おり委任するので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受ける分任出納員

別紙のとおり

２　委任する事務

⑴　広島市競輪特別会計規則（昭和２８年広島市規則第１０

号）第２条第２項に規定する収納金の収納

⑵　広島市競輪特別会計規則第４条の規定による支払（競輪場

外で行うものに限る。）

３　委任年月日

平成３０年３月５日

４　委任期間

平成３０年３月５日から同年４月１２日まで

（別紙）

設置場所 取扱場所 氏名 委任期間
競輪事務局 玉野競輪場 山下　浩二 H30．３．５～

H30．４．12競輪事務局 防府競輪場 熊谷　俊二
競輪事務局 サテライト宇部 市川　龍一
競輪事務局 高松競輪場 楠　康弘
競輪事務局 小松島競輪場 壽満　靖司
競輪事務局 サテライト徳島 秋田　佐知子
競輪事務局 高知競輪場 森岡　眞秋
競輪事務局 サテライト南国 木村　祐介
競輪事務局 サテライト安田 武市　知之
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広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

訪問看護ステー
ションみんと

広島市安佐南区
緑井六丁目３３
－２８

平成２９年１�
０月１日

平成３５年９
月３０日

訪問看護ステー
ションみゆ

広島市安佐南区
東野三丁目２３
－６－１０１

平成２９年１�
２月１４日

平成３５年１�
１月３０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１号

平成３０年１月１２日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市健康づくりセンターの指定管理者を次の

とおり指定したので，広島市健康づくりセンター条例（平成元年

広島市条例第３５号）第９条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定に係る公の施設

広島市健康づくりセンター

２　指定の相手方

広島市中区千田町三丁目８番６号

公益財団法人広島原爆障害対策協議会

３　指定の期間

平成３０年４月１日から平成３４年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２号

平成３０年１月１５日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関の指定の更新をしたので，生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

斎内科
広島市中区立町
４－２１立町Ｋ
１ビル５Ｆ

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

仁野歯科クリニ
ック

広島市中区八丁
堀１２－２２築
地ビル２Ｆ

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

村上歯科医院 広島市中区富士
見町１－１

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

佐々木歯科医院
広島市中区本通
８－２吉井ビル
４Ｆ

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

ブライトデンタ
ルクリニック

広島市中区三川
町２－８井手ビ
ル３Ａ

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

三宅歯科医院 広島市中区光南
一丁目３－２６

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

（別紙）

設置場所 取扱場所 氏名 委任期間
競輪事務局 ラ・ピスタ新橋 曽我　訓久 H30．４．２～

H30．４．12競輪事務局 サテライト横浜 木暮　慎二

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８号

平成３０年１月１２日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

施術者

施術所

業務の種類 指定年月日
名称

所在地
（出張専業の場合
は施術者の住所）

原田　
萌

五日市は
りきゅう
院

広島市佐伯区五日
市中央六丁目１１
－１６

はり・きゅ
う

平成２９年
１２月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９号

平成３０年１月１２日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

施術者

施術所

業務の種類 指定年月日
名称

所在地
（出張専業の場合
は施術者の住所）

打海　
弘晃

ほねつぎ
五日市接
骨院

広島市佐伯区五日
市中央六丁目１１
－１６

柔道整復 平成２９年
１２月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０号

平成３０年１月１２日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関を指定したので，生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。
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広島市告示第２４号

平成３０年１月１６日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について，所有権を取得したので告示します。

　なお，関係台帳は，広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において閲覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２５号

平成３０年１月１７日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，教育委員会学校教育部中央地区学校事務センター物

品出納員の事務の一部を次のとおり委任したので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた物品分任出納員

基町小学校　教頭　福場　強志

２　委任した事務

基町小学校における物品の出納保管に関する事務

３　委任期間

平成３０年１月１８日から同年２月２６日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２６号

平成３０年１月１７日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，会計管理者の事務の一部を次のとおり委任するので

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受ける分任出納員

広島市立基町小学校長職務代理者　教頭　福場　強志

２　委任する事務

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の収納

３　委任年月日

平成３０年１月１８日

４　委任期間

平成３０年１月１８日から同年２月２６日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２７号

平成３０年１月１７日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，財政局西部市税事務所出納員の事務の一部を次のと

おり委任したので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員

井口連絡所

後藤歯科医院 広島市中区橋本
町１０－１

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

三善歯科医院 広島市東区馬木
五丁目１４４５

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

中原神経科・内
科医院

広島市南区段原
南二丁目１２－
２８

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

芥川産婦人科医
院

広島市南区的場
町一丁目５－４

平成３０年１
月６日

平成３６年１
月５日

おおひら内科ク
リニック

広島市西区己斐
上一丁目１１－
３６

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

石橋内科医院
広島市西区井口
鈴が台一丁目４
－６

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

小田内科
広島市西区三篠
町一丁目２－２�
９

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

江盛歯科医院
広島市西区庚午
南二丁目３５－
２０

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

大迫歯科クリニ
ック

広島市西区己斐
大迫二丁目２１

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

粟屋内科医院
広島市安佐北区
落合三丁目８－
４３－６

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

平野内科医院
広島市安佐北区
口田南七丁目１�
２－３１

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

野見山歯科医院
広島市安佐北区
可部二丁目３３
－１７

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

三浦整形外科ク
リニック

広島市佐伯区八
幡五丁目１０－
１４

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

松田歯科医院 広島市佐伯区八
幡二丁目７－５

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３号

平成３０年１月１５日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機関

から変更の届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 変更年月日

（旧）ハーモニー訪
問看護リハビリステ
ーション

（旧）広島市南区東雲
本町一丁目２－１９

平成２９年１２月
１日

（新）あいわ在宅療
養支援ステーション

（新）広島市南区東雲
本町一丁目１４－１６
－１

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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（別　紙）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式　区名 町名

汚水及び雨
水を排除

東区 山根町の一部

分流

西区 草津南二丁目の一部
安佐北区 口田南二丁目の一部
安芸区 畑賀一丁目の一部
佐伯区 五日市四丁目の一部

汚水を排除

東区 戸坂山根二丁目の一部
西区 観音新町四丁目の一部

安佐北区 可部町大字南原及び可部東二
丁目の各一部

安芸区 中野四丁目の一部
佐伯区 五日市町大字下小深川の一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０号

平成３０年１月１９日

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を，

次のとおり開始するので，下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　下水の処理を開始する年月日

平成３０年１月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

（別　紙）

下水を処理する区域 終末処理場の
位置及び名称区名 町名

東区 戸坂山根二丁目の一部

位置：�広島市西区扇一
丁目１番１号

名称：�広島市西部水資
源再生センター

西区 観音新町四丁目及び草津南二
丁目の各一部

安佐北区 口田南二丁目，可部町大字南
原及び可部東二丁目の各一部

佐伯区 五日市町大字下小深川及び五
日市四丁目の各一部

東区 山根町の一部
位置：�広島市南区向洋

沖町１番１号
名称：�太田川流域下水

道東部浄化セン
ター

安芸区 中野四丁目及び畑賀一丁目の
各一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３１号

平成３０年１月１９日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項

において準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４

主任　藤井　洋子

２　委任した事務

広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（井口連絡所の所掌事務に係るものに

限る。）の収納

３　委任年月日

平成３０年１月１日

４　委任期間

平成３０年１月１日から同年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２８号

平成３０年１月１８日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部を次のと

おり委任するので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受ける分任出納員

別紙のとおり

２　委任する事務

⑴　広島市競輪特別会計規則（昭和２８年広島市規則第１０

号）第２条第２項に規定する収納金の収納

⑵　広島市競輪特別会計規則第４条の規定による支払（競輪場

外で行うものに限る。）

３　委任年月日

平成３０年４月１３日

４　委任期間

平成３０年４月１３日から同年４月１９日まで

（別紙）

設置場所 取扱場所 氏名 委任期間
競輪事務局 ラ・ピスタ新橋 曽我　訓久 H30．４．13～

H30．４．19競輪事務局 サテライト横浜 木暮　慎二

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９号

平成３０年１月１９日

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので，下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　供用を開始する年月日

平成３０年１月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３４号

平成３０年１月２６日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　広島新幹線名店街（西区画）

⑵　所在地　広島市南区松原町１１８５番地

２　大規模小売店舗を設置する者

中国ＳＣ開発株式会社

代表取締役社長　藤岡　秀樹

広島市南区松原町２番３７号

３　変更事項

大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

中国ＳＣ開発株式会社

代表取締役社長　湊　和則

広島市南区松原町２番３７号

（変更後）

中国ＳＣ開発株式会社

代表取締役社長　藤岡　秀樹

広島市南区松原町２番３７号

４　変更年月日

平成２９年６月１５日

５　届出年月日

平成３０年１月１２日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

広島市南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

平成３０年１月２６日から同年５月２６日まで。ただし，

日曜日，土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

項の規定により，次に掲げる指定介護機関から事業所等の変更の

届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業所の名称 事業所の所在地 事業者（法
人）の名称 変更年月日

旧
高陽第一診療所
　デイサービス
センター 広島市安佐北区

落合一丁目１７
番１２号

医療法人社
団緑雨会

平成２７年
５月２５日

新
医療法人社団緑
雨会　デイサー
ビスあおぞら

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３２号

平成３０年１月２３日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部を次のと

おり委任するので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受ける分任出納員

別紙のとおり

２　委任する事務

⑴　広島市競輪特別会計規則（昭和２８年広島市規則第１０

号）第２条第２項に規定する収納金の収納

⑵　広島市競輪特別会計規則第４条の規定による支払（競輪場

外で行うものに限る。）

３　委任年月日

平成３０年４月２０日

４　委任期間

平成３０年４月２０日から同年５月１７日まで

（別紙）

設置場所 取扱場所 氏名 委任期間
競輪事務局 ラ・ピスタ新橋 曽我　訓久 H30．４．20～

H30．５．17競輪事務局 サテライト横浜 木暮　慎二

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３３号

平成３０年１月２５日

　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）第３４条の

６第４項の規定により，学校法人ノートルダム清心学園から控除

対象寄附金指定の届出事項の変更の届出があったので，同条第５

項の規定により，次のとおり告示する。

広島市長　　松　井　一　實

変更前 変更後

　特定公益増進法人であるこ
との証明書発行日
　　平成２４年１２月２６日

　特定公益増進法人であるこ
との証明書発行日
　　平成２９年１２月２６日
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平成３０年１月２６日から同年５月２６日まで。ただし，

日曜日，土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成３０年５月２６日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３６号

平成３０年１月３０日

　計量法（平成４年法律第５１号）第２０条第１項の規定によ

り，指定定期検査機関として次のとおり指定したので，同法第１�

５９条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号

広島市指令経計特第１号

２　指定年月日

平成３０年２月１日

３　氏名又は名称

一般社団法人広島県計量協会

４　所在地

広島市南区丹那町４番１２号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３７号

平成３０年１月３０日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について，所有権を取得したので告示します。

　なお，関係台帳は，広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において閲覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３８号

平成３０年１月３０日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成３０年５月２６日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３５号

平成３０年１月２６日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名称　広島新幹線名店街（東区画）

⑵　所在地　広島市南区松原町１１８５番地

２　大規模小売店舗を設置する者

中国ＳＣ開発株式会社

代表取締役社長　藤岡　秀樹

広島市南区松原町２番３７号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

中国ＳＣ開発株式会社

代表取締役社長　湊　和則

広島市南区松原町２番３７号

（変更後）

中国ＳＣ開発株式会社

代表取締役社長　藤岡　秀樹

広島市南区松原町２番３７号

⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）別紙のとおり

（変更後）別紙のとおり

４　変更年月日

⑴　平成２９年６月１５日

⑵　別紙のとおり

５　届出年月日

平成３０年１月１２日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

広島市南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間
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みどり坂薬局
広島市安芸区瀬
野二丁目１２－
１３

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

湯来まつむらク
リニック

広島市佐伯区湯
来町大字白砂字
棡曽利５９０

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

津元クリニック
広島市佐伯区五
月が丘二丁目７
－２５

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

あやめ薬局
広島市佐伯区五
月が丘二丁目７
－２４

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３９号

平成３０年１月３１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第

１１５条の５第２項の規定により，次に掲げる者から指定居宅サ

ービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があった

ので，同法第７８条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定に

より告示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地
株式会
社さく
ら介護
グルー
プ

さくら・
介護ステ
ーション
新井口

広島市西区草津新
町二丁目１５番１�
１号小川コーポ３�
０３号

平成３０年
１月３１日

訪問介護及
び介護予防
訪問介護

株式会
社不二
ビルサ
ービス

ヘルパー
ステーシ
ョンふじ
観音

広島市西区南観音
八丁目１１番２９
号

平成３０年
１月３１日

訪問介護及
び介護予防
訪問介護

医療法
人博善
会

訪問看護
ステーシ
ョンなが
お

広島市安佐南区西
原四丁目１０番１�
２号

平成３０年
１月３１日

訪問看護及
び介護予防
訪問看護

ベーテ
ル株式
会社

こでまり
デイサー
ビス

広島市中区舟入川
口町２２番５－２�
０Ａ号室

平成３０年
１月３１日

介護予防通
所介護

株式会
社コス
モケア�
・エナ
ジー

エナジー
デイ

広島市西区三篠町
三丁目６番９号

平成３０年
１月３１日

介護予防通
所介護

株式会
社地主
クリニ
カルサ
ポート

在宅介護
支援セン
ターデイ
サービス
たまゆら

広島市安佐南区西
原一丁目１番８号

平成３０年
１月３１日

介護予防通
所介護

株式会
社エポ
カケア
サービ
ス

デイサー
ビスセン
ター五日
市・みど
りの家

広島市佐伯区五日
市中央三丁目１６
番１５号

平成３０年
１月３１日

介護予防通
所介護

株式会
社創生

リハビリ
デイサー
ビス福来
たる

広島市佐伯区楽々
園二丁目２番１３
号

平成３０年
１月３１日

通所介護及
び介護予防
通所介護

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関の指定の更新をしたので，生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

グランドタワー
メディカルコー
トライフケアク
リニック

広島市中区上八
丁堀４－１アー
バンビューグラ
ンドタワー４０�
１

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

医療法人社団　
小田クリニック

広島市中区鉄砲
町６－１１

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

林クリニック
広島市中区舟入
南一丁目１０－
１３

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

かわごえ循環器
内科

広島市中区上幟
町３－１１

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

なごみクリニッ
ク

広島市中区竹屋
町６－３

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

すずらん薬局舟
入店

広島市中区舟入
南四丁目１－６�
３　２階

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

広島厚生病院
広島市南区仁保
新町一丁目５－
１３

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

広島厚生病院
広島市南区仁保
新町一丁目５－
１３

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

薬局アップルフ
ァーマシー

広島市南区段原
南二丁目１２－
２８

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

イオン薬局広島
段原店

広島市南区段原
南一丁目３－５�
２　２階

平成３０年１
月４日

平成３６年１
月３日

医療法人社団玉
章会　力田病院

広島市西区鈴が
峰町１４－２０

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

タウン薬局　己
斐店

広島市西区己斐
上一丁目１１－
４０

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

医療法人社団　
マキツボ整形外
科クリニック

広島市安佐南区
緑井二丁目１７
－５

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

有限会社　ワイ
ズ薬局

広島市安佐南区
山本四丁目２６
－２３

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

土井クリニック
広島市安佐北区
可部二丁目４０
－２２

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

はつやま薬局
広島市安佐北区
倉掛三丁目３８
－８

平成３０年１
月１日

平成３５年１�
２月３１日

瀬野白川病院
広島市安芸区瀬
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広島市告示第４２号

平成３０年１月３１日

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により，次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので，同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地
株式会
社さく
ら介護
グルー
プ

さくら・
介護ステ
ーション
新井口

広島市西区草津新
町二丁目１５番１�
１号小川コーポ３�
０３号

平成３０年
１月３１日

訪問介護サ
ービス及び
生活援助特
化型訪問サ
ービス

株式会
社不二
ビルサ
ービス

ヘルパー
ステーシ
ョンふじ
観音

広島市西区南観音
八丁目１１番２９
号

平成３０年
１月３１日

訪問介護サ
ービス

合同会
社にこ
にこ

デイサー
ビスにこ
にこ倶楽
部

広島市西区井口鈴
が台一丁目５番２�
２号

平成３０年
１月３１日

１日型デイ
サービス

Ｔ＆Ｔ
　ＷＡ
Ｍサポ
ート株
式会社

デイサー
ビスセン
ターここ
から己斐

広島市西区己斐上
一丁目１１番３６
号ここから己斐ビ
ル４階

平成３０年
１月３１日

１日型デイ
サービス

株式会
社コス
モケア�
・エナ
ジー

エナジー
デイ

広島市西区三篠町
三丁目６番９号

平成３０年
１月３１日

１日型デイ
サービス

株式会
社地主
クリニ
カルサ
ポート

在宅介護
支援セン
ターデイ
サービス
たまゆら

広島市安佐南区西
原一丁目１番８号

平成３０年
１月３１日

１日型デイ
サービス

株式会
社エポ
カケア
サービ
ス

デイサー
ビスセン
ター五日
市・みど
りの家

広島市佐伯区五日
市中央三丁目１６
番１５号

平成３０年
１月３１日

１日型デイ
サービス

株式会
社創生

リハビリ
デイサー
ビス福来
たる

広島市佐伯区楽々
園二丁目２番１３
号

平成３０年
１月３１日

１日型デイ
サービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４３号

平成３０年１月３１日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項が準用する同法第５条第３項の規定により，次

のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

竹の子
の里株
式会社

竹の子の
里指定福
祉用具レ
ンタルセ
ンター広
島

広島市西区庚午中
四丁目１０番６号

平成３０年
１月３１日

福祉用具貸
与及び介護
予防福祉用
具貸与

竹の子
の里株
式会社

竹の子の
里指定福
祉用具レ
ンタルセ
ンター広
島

広島市西区庚午中
四丁目１０番６号

平成３０年
１月３１日

特定福祉用
具販売及び
特定介護予
防福祉用具
販売

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４０号

平成３０年１月３１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の

規定により，次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃

止の届出があったので，同法第７８条の１１第２号の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地
株式会
社コス
モケア�
・エナ
ジー

エナジー
デイ

広島市西区三篠町
三丁目６番９号

平成３０年
１月３１日

地域密着型
通所介護

株式会
社エポ
カケア
サービ
ス

デイサー
ビスセン
ター五日
市・みど
りの家

広島市佐伯区五日
市中央三丁目１６
番１５号

平成３０年
１月３１日

地域密着型
通所介護

有限会
社介護
の街

デイサー
ビスゆず
のきの家

愛知県刈谷市半城
土町本郷５５番地

平成３０年
１月３１日

地域密着型
通所介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４１号

平成３０年１月３１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

により，次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので，同法第８５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地
株式会
社不二
ビルサ
ービス

ふじ観音
居宅介護
支援事業
所

広島市西区南観音
八丁目１１番２９
号

平成３０年
１月３１日

居宅介護支
援

合同会
社ＴＯ
ＳＩ総
合企画

居宅介護
支援事業
所こより
深川

広島市安佐北区深
川二丁目３９番３�
５号

平成３０年
１月３１日

居宅介護支
援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２号

平成３０年１月１１日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第３号

平成３０年１月１１日

　広島市東新天地自転車等駐車場に，長期間駐車されていた下記

自転車等については，１月５日に広島市西部自転車等保管所へ移

動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第４号

平成３０年１月１１日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第５号

平成３０年１月１６日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第６号

平成３０年１月１６日

　広島市東新天地自転車等駐車場，広島市基町自転車等駐車場，

及び広島市大手町自転車等駐車場に，長期間駐車されていた下記

自転車等については，１月９日に広島市西部自転車等保管所へ移

動したので告示します。

⑴　名　称　アルゾ高陽深川店

⑵　所在地　広島市安佐北区深川一丁目１０６７番地１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社万惣

代表取締役　山本　誠

広島市佐伯区石内上一丁目８番１号

３　変更事項

大規模小売店舗の名称及び所在地

（変更前）万惣高陽深川店

広島市安佐北区深川一丁目１０６７番地１ほか

（変更後）アルゾ高陽深川店

広島市安佐北区深川一丁目１０６７番地１ほか

４　変更年月日

平成３０年１月１８日

５　届出年月日

平成３０年１月１９日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

広島市安佐北区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

平成３０年１月３１日から同年５月３１日まで。ただし，

日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定に基づき，当該大

規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持

のために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告

の日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出によ

り，これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成３０年５月３１日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１号

平成３０年１月１１日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實
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　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１２号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１３号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１４号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ３ 日

　建築基準法（昭和２５年　法律第２０１号）第４２条第１項第

５号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，中区役所建設部建築課にて縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第２号

２　指定年月日　　平成３０年１月２３日

３　道路の位置　　�広島市中区江波二本松一丁目１１５５番３１�

３

４　幅員及び延長　幅　員　　４．００ｍ

　　　　　　　　　延　長　３４．４７ｍ

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１５号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第７号

平成３０年１月１６日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第８号

平成３０年１月１６日

　広島市広島バスセンター西Ａ自転車等駐車場に，長期間駐車さ

れていた下記自転車等については，１月１０日に広島市西部自転

車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第９号

平成３０年１月１６日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１０号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１１号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ ９ 日
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　広島市新白島駅Ａ自転車等駐車場に，長期間駐車されていた下

記自転車等については，１月２１日に広島市西部自転車等保管所

へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２１号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２２号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ３ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２３号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ３ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２４号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ３ １ 日

　広島市相生自転車等駐車場に，長期間駐車されていた下記自転

車等については，１月２４日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１６号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ３ 日

　広島市東新天地自転車等駐車場，広島市広島バスセンター西Ａ

自転車等駐車場，及び広島市小町第一自転車等駐車場に，長期間

駐車されていた下記自転車等については，１月１８日に広島市西

部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１７号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１８号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ３ 日

　広島市富士見第二自転車等駐車場に，長期間駐車されていた下

記自転車等については，１月１９日に広島市西部自転車等保管所

へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１９号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２０号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ３ 日
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次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第１号

平成３０年１月１０日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第２号

平成３０年１月１０日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第３号

平成３０年１月１６日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第４号

平成３０年１月１６日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第５号

平成３０年１月２４日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　関係図書は，広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧

に供します。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２５号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ３ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２６号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ３ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２７号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ３ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２８号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ３ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２９号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ３ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實
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別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第９号

平成３０年１月３１日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第１０号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ３ １ 日

　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定に基

づき，都市公園を次のように設置します。

　その関係図面は，平成３０年１月３１日から同年２月１４日ま

で東区建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 供用開始の期日 区域

山根町第四公
園

東区山根町７
番

平成３０年１月
３１日 別図のとおり

別図　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第２号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第３号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ９ 日

　青崎一丁目駐輪場に，長期間駐車されていた下記の自転車等に

ついては，平成３０年１月５日に広島市西部自転車等保管所へ移

動したので，告示します。

　なお，1か月間保管した後，申出のない自転車等については，

処分します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指 定 番 号　第８号

２　指定年月日　平成３０年１月２４日

３　道路の位置　�広島市東区温品四丁目９８７番の一部，１０�

１２番４，１０１７番１の一部，１０１７番

２の一部，９８７番地先から１０１２番４地

先里道の一部

４　幅　　　員　４．２０メートル

５　延　　　長　３３．３６２メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第６号

平成３０年１月２４日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第７号

平成３０年１月２６日

　次（別紙）のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃

止します。

　その関係図面は，平成３０年１月２６日から同年２月９日ま

で，広島市東区役建設部維持管理課において一般の縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道 東３区１５１号里
道

中山西二丁目４６２番地先から４６�
３番２地先まで

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第８号

平成３０年１月２６日

　次（別紙）のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変

更します。

　その関係図面は，平成３０年１月２６日から同年２月９日ま

で，広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

区分 新旧
別 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
旧 東３区１５１

号里道
中山西二丁目４６３番３地先から
４６５番地先まで

新 東３区２９４
号里道

中山西二丁目４６３番３地先から
４６５番地先まで
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広島市告示（南区）第９号

平成３０年１月１６日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１０号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１１号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１２号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１３号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１４号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１５号

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第４号

平成３０年１月１０日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第５号

平成３０年１月１２日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第６号

平成３０年１月１２日

　広島市広島駅南口第二自転車等駐車場，広島市広島駅南口第三

自転車等駐車場及び広島市広島駅南口第五自転車等駐車場に，長

期間駐車されていた下記の自転車等については，平成３０年１月

１１日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので，告示しま

す。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第７号

平成３０年１月１５日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第８号

平成３０年１月１６日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第２号

平成３０年１月１０日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第３号

平成３０年１月１１日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第４号

平成３０年１月１５日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第５号

平成３０年１月１６日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第６号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ４ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　関係図書は，広島市南区役所建設部建築課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指 定 番 号　第３号

２　指定年月日　平成３０年１月２４日

３　道路の位置　�広島市南区南大河町の５５番４の一部，５６番

２，５６番１１の一部及び５６番１５

４　幅　　　員　４．１０～４．３１メートル

５　延　　　長　３４．７８メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１６号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ６ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条の２第１項

の規定に基づき，一つの敷地とみなすこと等による下記の一団地

を認定しました。

　この関係図書は，広島市南区役所建設部建築課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

記

１　申請者

国立大学法人　広島大学　学長　越智　光夫

２　一団地の名称

広島大学霞団地

３　一団地の区域

広島市南区霞一丁目２番１の一部

４　認定番号

第Ｈ２９認定通知広島市建３０００４号

５　認定年月日

平成３０年１月２６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１７号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１８号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ３ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。
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覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道 安佐南１区８４１
号里道

広島市安佐南区緑井七丁目２１１５
番３地先から２１１５番３地先まで

里　道 安佐南１区８４２
号里道

広島市安佐南区緑井七丁目２１１７
番４地先から２１２０番８地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１－２号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ １ 日

　長期間駐車されていた別紙の自転車等については，平成３０年

１月１０日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示しま

す。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第２号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ ６ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成３０年１月１６日から同年１月３０日ま

で広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類　 路線名 変更区間 新旧

別
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道
安佐南３
区２１７
号線

広島市安佐南区
祇園八丁目１２�
２９番１地先か
ら
広島市安佐南区
祇園八丁目９７�
０番１地先まで

旧
1.70
～
1.90

31.50

新
2.00
～
2.20

31.50

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第３号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ ６ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成３０年１月１６日から同年１月３０日ま

で広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類　 路線名 変更区間 供用開始の期日

平成３０年１月２２日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７号

平成３０年１月２２日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第８号

平成３０年１月２３日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第９号

平成３０年１月２６日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１０号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ４ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は，平成３０年１月４日から同年１月１８日ま

で，広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦
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律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成３０年１月２６日から同年２月９日まで

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 新旧

別
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道
安佐南１
区１７２
号線

広島市安佐南区
緑井四丁目３３�
８４番１地先か
ら
広島市安佐南区
緑井四丁目３３�
８４番１地先ま
で

旧
3.00
～
3.60

19.23

新
3.45
～
3.60

19.23

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第８号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ６ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成３０年１月２６日から同年２月９日まで

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類　 路線名 変更区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
１区１�
７２号
線

広島市安佐南区緑井四丁目３�
３８４番１地先から
広島市安佐南区緑井四丁目３�
３８４番１地先まで

平成３０年１月
２６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第９号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ６ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成３０年１月２６日から同年２月９日まで

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類　 路線名 変更区間 新旧

別
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道
安佐南１
区１５０
号線

広島市安佐南区
緑井六丁目１５�
７６番３地先か
ら
広島市安佐南区
緑井六丁目１５�
８１番２地先ま
で

旧
1.30
～
2.80

24.00

新
1.30
～
4.00

24.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

市　道

安佐南
３区２�
１７号
線

広島市安佐南区祇園八丁目１�
２２９番１地先から
広島市安佐南区祇園八丁目９�
７０番１地先まで

平成３０年１月
１６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第４号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ ８ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。

　その関係図面は，平成３０年１月１８日から平成３０年２月１

日まで，広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般

の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道 安佐南２区１２９�
８号里道の一部

安佐南区古市二丁目１３３８番１地
先から
安佐南区古市二丁目１３３８番１地
先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第５号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ ９ 日

　長期間駐車されていた別紙の自転車等については，平成３０年

１月１８日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示しま

す。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第６号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ ９ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般に縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第２１号

２　指定年月日　　平成３０年１月１９日

３　道路の位置　　�広島市安佐南区長束五丁目１０１０番７の一

部

４　幅員及び延長　幅員　４．００メートル

　　　　　　　　　延長　１７．０９メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第７号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ６ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法
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事務所 広島市安佐北区可部二丁
目２８番９号

広島市安佐北区可部二丁
目１７番２０号

代表者の
氏名住所

加藤　皓三
広島市安佐北区可部二丁
目２８番９号

勝田　義直
広島市安佐北区可部二丁
目１７番２０号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第３号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ １ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成８年１０月２４日付けで，不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した小野原中自治会

（代表者　田村　邦夫）について，次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

事務所，代表者の氏名及び住所

２　変更の内容

旧 新

事務所 広島市安佐北区安佐町大
字久地２２６５番地２

広島市安佐北区安佐町大
字久地２１７６番地

代表者の
氏名住所

田村　邦夫
広島市安佐北区安佐町大
字久地２２６５番地２

岡﨑　晃孝
広島市安佐北区安佐町大
字久地２１７６番地

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第４号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ １ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成１７年７月１２日付けで，不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した久地本郷中自治

会（代表者　平川　洋治）について，次のとおり告示事項を変更

しました。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

事務所，代表者の氏名及び住所

２　変更の内容

旧 新

事務所 広島市安佐北区安佐町大
字久地４３７１番地４

広島市安佐北区安佐町大
字久地４７５２番地

代表者の
氏名住所

平川　洋治
広島市安佐北区安佐町大
字久地４３７１番地４

大下　隆範
広島市安佐北区安佐町大
字久地４７５２番地

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第５号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ １ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成１４年２月１３日付けで，不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可したくすの木台自治

会（代表者　山口　譲治）について，次のとおり告示事項を変更

広島市告示（安佐南区）第１０号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ６ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成３０年１月２６日から同年２月９日まで

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類　 路線名 変更区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
１区１�
５０号
線

広島市安佐南区緑井六丁目１�
５７６番３地先から
広島市安佐南区緑井六丁目１�
５８１番２地先まで

平成３０年１月
２６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ５ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成１９年６月２６日付けで，不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した吉永自治会（代

表者　大濱　勝利）について，次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

事務所及び代表者の氏名住所

２　変更の内容

旧 新

事務所 広島市安佐北区白木町大
字三田３６０４番地６

広島市安佐北区白木町大
字三田９６３２番地１

代表者の
氏名住所

大濱　勝利
広島市安佐北区白木町大
字三田３６０４番地６

笠間　徳招
広島市安佐北区白木町大
字三田９６３２番地１

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第２号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ５ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成１５年１０月２７日付けで，不動産又は不

動産に関する権利等を保有する団体として認可した水主町自治会

（代表者　加藤　皓三）について，次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

事務所，代表者の氏名及び住所

２　変更の内容

旧 新
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代表者の
氏名住所

麻生　隆起
広島市安佐北区安佐町大
字久地１２３８番地１８�
５

丸山　昌輝
広島市安佐北区安佐町大
字久地１２３８番地２４�
３

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第８号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ ２ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成６年１月１８日付けで，不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した上市１区自治会

（代表者　池田　正康）について，次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

事務所住所

２　変更の内容

旧 新

事務所 広島市安佐北区白木町大
字井原７９９番地１

広島市安佐北区白木町大
字井原８２３番地２

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第９号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ ５ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成７年１１月２４日付けで，不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した上岩上町内会

（代表者　花戸　光恵）について，次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

事務所，代表者の氏名及び住所

２　変更の内容

旧 新

事務所 広島市安佐北区落合南五
丁目１３番１８号

広島市安佐北区落合南三
丁目１５番４０－４号

代表者の
氏名住所

花戸　光恵
広島市安佐北区落合南五
丁目１３番１８号

中村　康徳
広島市安佐北区落合南三
丁目１５番４０－４号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１０号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ ５ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成８年２月１６日付けで，不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した岩上第一区自治会

（代表者　坂居　聖）について，次のとおり告示事項を変更しま

した。

広島市長　　松　井　一　實

しました。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

事務所，代表者の氏名及び住所

２　変更の内容

旧 新

事務所
広島市安佐北区安佐町大
字くすの木台３７番地の
１９

広島市安佐北区安佐町大
字くすの木台２７番地
１７

代表者の
氏名住所

山口　譲治
広島市安佐北区安佐町大
字くすの木台３７番地の
１９

久保田　清信
広島市安佐北区安佐町大
字くすの木台２７番地
１７

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第６号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ １ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成８年１０月１１日付けで，不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した名原自治会（代

表者　佐々村　修）について，次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

事務所，代表者の氏名及び住所

２　変更の内容

旧 新

事務所 広島市安佐北区安佐町大
字久地２７３５番地

広島市安佐北区安佐町大
字久地２６２６番地

代表者の
氏名住所

佐々村　修
広島市安佐北区安佐町大
字久地２７３５番地

長岡　秀紀
広島市安佐北区安佐町大
字久地２６２６番地

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ １ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成１０年６月２２日付けで，不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した南が丘団地自治

会（代表者　麻生　隆起）について，次のとおり告示事項を変更

しました。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

事務所，代表者の氏名及び住所

２　変更の内容

旧 新

事務所
広島市安佐北区安佐町大
字久地１２３８番地１８�
５

広島市安佐北区安佐町大
字久地１２３８番地２４�
３
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　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成６年２月１４日付けで，不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した氏之原自治会（代

表者　大西　貴子）について，次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

代表者の氏名及び住所

２　変更の内容

旧 新

代表者の
氏名住所

大西　貴子 槇田　章子

広島市安佐北区小河原町
１４６５番地５

広島市安佐北区小河原町
１４００番地９

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１４号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ ６ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成１５年１月１５日付けで，不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した尾和自治会（代

表者　桑門　耕一）について，次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

事務所，代表者の氏名及び住所

２　変更の内容

旧 新

事務所 広島市安佐北区深川二丁
目３７番１３号

広島市安佐北区深川二丁
目５１番３号

代表者の
氏名住所

桑門　耕一
広島市安佐北区深川二丁
目３７番１３号

西山　尚
広島市安佐北区深川二丁
目５１番３号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１５号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ ６ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成２４年２月１０日付けで，不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した白木台団地自治

会（代表者　河野　勲二）について，次のとおり告示事項を変更

しました。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

代表者の氏名及び住所

２　変更の内容

旧 新

１　変更があった事項

事務所，代表者の氏名及び住所

２　変更の内容

旧 新

事務所 広島市安佐北区落合南三
丁目５番１２号

広島市安佐北区落合南三
丁目６番１号

代表者の
氏名住所

坂居　聖
広島市安佐北区落合南三
丁目５番１２号

柳迫　長三
広島市安佐北区落合南三
丁目６番１号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１１号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ ５ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成１１年３月４日付けで，不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可したふじランド町内会

（代表者　大石　秀一）について，次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

事務所，代表者の氏名及び住所

２　変更の内容

旧 新

事務所 広島市安佐北区口田南四
丁目３７番７号

広島市安佐北区口田南四
丁目３８番７号

代表者の
氏名住所

大石　秀一
広島市安佐北区口田南四
丁目３７番７号

松野　茂
広島市安佐北区口田南四
丁目３８番７号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１２号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ ６ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成４年３月１７日付けで，不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した下市自治会（代表

者　蜂須賀　一成）について，次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

事務所，代表者の氏名及び住所

２　変更の内容

旧 新

事務所 広島市安佐北区白木町大
字井原４４４８番地２

広島市安佐北区白木町大
字井原４３７１番地

代表者の
氏名住所

蜂須賀　一成
広島市安佐北区白木町大
字井原４４４８番地２

角田　博之
広島市安佐北区白木町大
字井原４３７１番地

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１３号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ ６ 日



平成３０年２月２８日� 第１０５３号　―２７―広　　島　　市　　報

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第２号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ ７ 日

　安芸区駐輪場内に，長期間駐車されていた下記の車両について

は，１月１２日に広島市西部自転車等保管所へ移動しましたの

で，告示します。

　なお，１か月間保管した後，申出のない車両については，処分

します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ４ 日

　次のとおり市街化区域内の水路を廃止します。

　その関係図面は，平成３０年１月４日から同月１８日まで，広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

水　路
Ｋ３－Ｈ－１０９
－１６－２４号水
路

広島市佐伯区五日市町大字皆賀３２�
２番１地先から
広島市佐伯区五日市町大字皆賀３２�
３番地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第２号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ４ 日

　次のとおり市街化区域内の河川を指定します。

　その関係図面は，平成３０年１月４日から同月１８日まで，広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

河　川 普通河川皆賀川

広島市佐伯区五日市町大字皆賀３２�
２番１地先から
広島市佐伯区五日市町大字皆賀３２�
３番地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第３号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

代表者の
氏名住所

河野　勲二 田中　亀雄

広島市安佐北区白木町大
字秋山８７０番地１５

広島市安佐北区白木町大
字秋山８７０番地３６

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１６号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ９ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成１５年９月５日付けで，不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋一区町内会

（代表者　児玉　正豊）について，次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

事務所，代表者の氏名及び住所

２　変更の内容

旧 新

事務所 広島市安佐北区三入六丁
目２番２号

広島市安佐北区三入六丁
目１１番４１号

代表者の
氏名住所

児玉　正豊
広島市安佐北区三入六丁
目２番２号

吉森　俊治
広島市安佐北区三入六丁
目１１番４１号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１７号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１８号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ９ 日

　可部駅西口北側駐輪場，玖村駅駐輪場及び安芸矢口駅駐輪場に

長期間駐車されていた別紙自転車等については，平成３０年１月

２９日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第１号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實



―２８―　第１０５３号� 平成３０年２月２８日広　　島　　市　　報

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

河　川 皆賀川廃河川敷

広島市佐伯区五日市町大字皆賀３２�
２番１地先から
広島市佐伯区五日市町大字皆賀３２�
３番地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第９号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ２ 日

　次のとおり市街化区域内の里道を廃止します。

　その関係図面は，平成３０年１月２２日から同年２月５日ま

で，広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道 佐伯４区７１号里
道

広島市佐伯区五日市町大字皆賀３２�
２番１地先から
広島市佐伯区五日市町大字皆賀３２�
３番地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１０号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１１号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１２号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第４号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ ５ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，平成３０年１月１２日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第８号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ２ 日

　次のとおり市街化区域内の河川を廃止します。

　その関係図面は，平成３０年１月２２日から同年２月５日ま

で，広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧

に供します。
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水　路

旧
Ｋ４－Ｈ－６�
４－３－８号
水路

広島市佐伯区千同三丁目５７７番
３地先から
同５７９番１地先まで

新
Ｋ４－Ｈ－６�
４－３－８号
水路

広島市佐伯区千同三丁目５７９番
２地先から
同５７９番１地先まで

区 告 示
広島市中区告示第１号

平成３０年１月１０日

　下記の者について，住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号）第８条及び住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２

号）第１２条第１項の規定により職権で処理をしたので，同条第

４項の規定により公示する。

広島市中区長　　隅　田　一　成

記

氏名 住民票上の住所 職権処理の内容

兪　允根
（東　一男）

広島市中区江波東一丁目８番１�
３号 消　除

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区告示第１号

平成３０年１月３０日

　下記の者について，住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号）第８条及び住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２

号）第１２条第１項の規定により職権で処理をしたので，同条第

４項の規定により公示する。

広島市西区長　　塩　山　慎　二

記

氏名 住民票上の住所 職権処理の内容

藤升　智資 西区南観音町１１番１７－１０�
４号 消　除

安部　明 西区南観音一丁目３番４７号万
葉荘２０８号 消　除

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区告示第１号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ９ 日

　下記の者について，住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号）第８条及び住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２

号）第１２条第１項の規定により，職権で処理したので，同条第

４項の規定により公示する。

広島市安佐南区長　　品　川　弘　司

記

氏名 住民票の住所 職権処理の内容

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１３号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１４号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ９ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第５号

２　指定年月日　　平成３０年１月２９日

３　道路の位置　　広島市佐伯区海老園一丁目３４７番９

４　幅員及び延長　幅員　　４．３０メートル

　　　　　　　　　延長　２１．９７メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１５号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１６号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ３ ０ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は，平成３０年１月３０日から同年２月１３日ま

で，広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 新旧
別 路線名等 所在（起点及び終点）
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２　令第４６条第２項の規定による投票管理者及び開票管理者へ

の繰上投票の期日の通知は，別記第４２号様式の２に準じて行

うものとする。

３　令第４６条第３項の規定による数区合同開票区の開票管理者

への繰上投票の期日の通知は，別記第４２号様式の３に準じて

行うものとする。

　第４５条の見出し中「告示及び通知」を「届出，通知及び告

示」に改め，同条第１項中「できない」の右に「と認める」を，

「必要がある」の右に「と認める」を，「ときは」の右に「，あ

らかじめ投票を行うべき期日に関する意見を添え」を，「その旨

を」の右に「別記第４４号様式に準じて」を加え，同条第２項中

「第４４号様式に」を「第４４号様式の２に」に，「，別記第

４４号様式の２」を「別記第４４号様式の２の２」に改め，同条

第３項中「第１項」を「第４項」に改め，「による」の右に「数

区合同開票区の開票管理者，投票管理者，開票管理者又は選挙長

への」を加え，同項を同条第５項とし，同条第２項の次に次の２

項を加える。

３　令第４８条第２項の規定による投票管理者及び開票管理者へ

の繰延投票に関する通知は，別記第４４号様式の２の３に準じ

て行うものとする。

４　令第４８条第３項の規定による数区合同開票区の開票管理者

への繰延投票に関する通知は，別記第４４号様式の２の４に準

じて行うものとする。

　第４５条の３の見出し中「場合の」の右に「届出，」を加え，

同条第１項中「その旨を」の右に「別記第４４号様式の４の２に

準じて」を加え，同条第３項中「第４９条」を「第４８条の４」

に改め，同条の次に次の１条を加える。

　（区の区域が数開票区に分かれている場合の共通投票所の投票

管理者から投票箱等の送致を受ける開票管理者の告示及び通知）

第４５条の３の２　令第４９条第５項の規定による開票区を指定

した場合の告示は別記第４４号様式の６の２に準じて，当該開

票区の開票管理者への通知は別記第４４号様式の６の３に準じ

て，それぞれ行うものとする。

２　令第４９条第７項又は同条第９項の規定による開票区を定め

た場合の告示は別記第４４号様式の６の４に準じて，当該開票

区の開票管理者への通知は別記第４４号様式の６の５に準じ

て，それぞれ行うものとする。

　第４５条の５の見出し中「場合の」の右に「届出，」を加え，

同条第１項中「その旨を」の右に「別記第４４号様式の６の６に

準じて」を加え，同条の次に次の１条を加える。

　（区の区域が数開票区に分かれている場合の期日前投票所の投

票管理者からの投票箱等の送致を受ける開票管理者の告示及び通

知）

第４５条の６　令第４９条の１２第５項の規定による開票区を指

定した場合の告示は別記第４４号様式の９に準じて，当該開票

区の開票管理者への通知は別記第４４号様式の１０に準じて，

それぞれ行うものとする。

２　令第４９条の１２第７項又は同条第９項の規定による開票区

を定めた場合の告示は別記第４４号様式の１１に準じて，当該

西元　美由紀 広島市安佐南区山本五丁目７２
番８号 消　除

選管告示
広島市選挙管理委員会告示第１号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ２ ４ 日

　広島市公職選挙事務取扱規程の一部を改正する規程を次のよう

に定めます。

広島市選挙管理委員会

委員長　　二　國　則　昭

広島市公職選挙事務取扱規程の一部を改正する規程

　広島市公職選挙事務取扱規程（昭和５５年広島市選挙管理委員

会告示第１７号）の一部を次のように改正する。

　目次中，「第６条」の右に「・第６条の２」を加え，「・第

８６条」を「～第８６条の４」に改める。

　第６条の見出し中「設置（変更）」を「の設置，廃止又は変

更」に改め，同条第１項中「，又はこれを変更し」を削り，「第

２号様式」の右に「（その１）」を加え，同条第２項中「前項」

を「第１項又は前項」に改め，同項を同条第３項とし，同条第１

項の次に次の１項を加える。

２　区の委員会は，令第９条の２の規定により，投票区を廃止

し，又は変更しようとするときは，あらかじめ市の委員会に協

議し，別記第２号様式（その２）に準じて告示しなければなら

ない。

　第６条の次に次の１条を加える。

　（分割開票区等の設置，廃止又は変更の届出）

第６条の２　市の委員会は，令第１０条の２第１項の規定により

分割開票区を設け，廃止し，又は変更しようとするときは，関

係する区の委員会の同意を得たうえで，別記第３号様式の２に

準じて届け出なければならない。

２　前項の規定は，令第１０条の２第２項の規定による数市町村

合同開票区の設置，廃止又は変更について準用する。この場

合，第１項中「区の委員会」とあるのは「市区町の委員会」に

読み替えるものとする。

３　第１項の規定は，令第１０条の２条第３項の規定による数区

合同開票区の設置，廃止又は変更について準用する。

　第３１条の見出し中「等」を削り，同条第１項中「その旨を」

の右に「別記第３６号様式（その１）に準じて」を加え，同条第

２項中「その旨を」の右に「別記第３６号様式（その２）に準じ

て」を加え，同条第３項を削る。

　第４４条の見出し中「申出」を「届出，通知」に改め，同条第

１項中「申出をし」を「届け出」に改め，同条第２項中「第１

項」を「第４項」に，「告示は，」を「告示は」に改め，「準じ

て」の右に「，数区合同開票区の開票管理者，投票管理者又は開

票管理者への繰上投票の期日の通知は，別記第４３号様式の２に

準じて，それぞれ」を加え，同項を同条第４項とし，同条第１項

の次に次の２項を加える。
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４　第５４条第２項の規定は，令第７０条の３第３項又は同条第

７項の規定による開票立会人を選任したときの通知において準

用する。

５　第５５条の規定は，令第７０条の３第３項又は同条第７項の

規定による開票立会人の氏名等の開票管理者への通知において

準用する。

　第５７条の次に次の１条を加える。

　（数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票所に関する特

例）

第５７条の２　第５６条の規定は，令第７０条の３第４項又は同

条第８項の規定による告示において準用する。

２　前条の規定は，数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開

票所において準用する。

　第６４条の見出し中「開票録」の右に「等」を加え，同条に次

の２項を加える。

３　第１項の規定は，区の委員会（令第７７条第２項及び同条第

３項において定め，又は指定した区の委員会を含む。）におけ

る，同条第１項の規定による開票に関する書類の保存について

準用する。

４　第２項の規定は，区の委員会（令第７７条第２項及び同条第

３項において定め，又は指定した区の委員会を含む。）におけ

る，前項の開票に関する書類の廃棄処分について準用する。

　第６５条を次のように改める。

　（繰延開票）

第６５条　区の委員会は，法第７３条において準用する同法第

５７条第１項前段の規定により開票を行うことができないと認

めるときは，あらかじめ開票を行うべき期日に関する意見を添

え，直ちにその旨を別記第６４号様式の２に準じて市の委員会

に届け出なければならない。

２　法第７３条において準用する同法第５７条第１項前段の規定

による繰延開票を行う旨の告示は別記第６４号様式の３に準じ

て，繰延開票の期日の告示は別記第６４号様式の４に準じて，

それぞれ行うものとする。

３　令第７８条第２項の規定による開票管理者への繰延開票に関

する通知は，別記第６４号様式の５に準じて行うものとする。

４　令第７８条第３項の規定による数区合同開票区の開票管理者

への繰延開票に関する通知は，別記第６４号様式の６に準じて

行うものとする。

５　令第７８条第４項の規定による数区合同開票区の開票管理

者，開票管理者又は選挙長への繰延開票を行う旨の通知は別記

第６４号様式の７に準じて，繰延開票の期日の通知は別記第

６４号様式の８に準じて，それぞれ行うものとする。

　第７２条を次のように改める。

　（繰延選挙会）

第７２条　区の委員会は，法第８４条において準用する同法第

５７条第１項前段の規定により選挙会を行うことができないと

認めるときは，あらかじめ選挙会を行うべき期日に関する意見

を添え，直ちにその旨を別記第７０号様式の２に準じて市の委

員会に届け出なければならない。

開票区の開票管理者への通知は別記第４４号様式の１２に準じ

て，それぞれ行うものとする。

　第５１条の見出し中「及び告示」を削り，同条第１項中「並び

に令第６７条第１項及び第２項」を削り，「，開票管理者又はそ

の職務を代理すべき者若しくは職務を管掌すべき者」を「開票管

理者」に改め，「第５１号様式」の右に「（その１）」を加え，

同条第２項を削り，同条第１項の次に次の５項を加える。

２　前項の規定は，令第６６条第１項の規定による数市町村合同

開票区の開票管理者又は同条第２項の規定による数区合同開票

区の開票管理者を，それぞれ選任したときにおいて準用する。

３　令第６７条第１項の規定により開票管理者の職務を代理すべ

き者を選任したときは，別記第５１号様式（その２）に準じて

調製した選任書を交付しなければならない。

４　前項の規定は，令第６７条第３項の規定による数市町村合同

開票区の開票管理者の職務を代理すべき者又は同条第５項の規

定による数区合同開票区の開票管理者の職務を代理すべき者

を，それぞれ選任したときにおいて準用する。

５　令第６７条第２項の規定により開票管理者の職務を管掌すべ

き者を選任したときは，別記第５１号様式（その３）に準じて

調製した選任書を交付しなければならない。

６　前項の規定は，令第６７条第４項の規定による数市町村合同

開票区の開票管理者の職務を管掌すべき者又は同条第６項の規

定による数区合同開票区の開票管理者の職務を管掌すべき者

を，それぞれ選任したときにおいて準用する。

　第５１条の次に次の１条を加える。

　（開票管理者等の告示）

第５１条の２　令第６８条の規定による開票管理者又はその職務

を代理すべき者の告示は，別記第５２号様式に準じてしなけれ

ばならない。

　第５２条第２項中「も，また」を「は，」に改める。

　第５４条中「若しくは」を「又は同条」に，「により，」を

「により」に改め，「，又は同条第８項の規定により開票立会人

を選任したとき」を削り，「第５６号様式」の右に「（その

１）」を加え，同条に次の１項を加える。

２　法第６２条第８項の規定により開票立会人を選任したとき

は，別記第５６号様式（その２）に準じて本人に通知しなけれ

ばならない。

　第５５条の見出し中「氏名等の」の右に「開票管理者への」を

加え，同条の次に次の１条を加える。

　（数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票立会人に関す

る特例）

第５５条の２　令第７０条の３第２項又は同条第６項の規定によ

る開票立会人となるべき者を届け出るべき選挙管理委員会の告

示は，別記第５２号様式の２に準じてしなければならない。

２　第５２条の規定は，令７０条の３第３項又は同条第７項の規

定による告示について準用する。

３　第５３条の規定は，令第７０条の３第１項又は同条第５項の

規定による開票立会人の届出を，それぞれ受理するときにおい

て準用する。
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る。

２　第４４条第３項の規定は，令第９９条第３項の規定による数

区合同開票区の開票管理者への通知について準用する。

　（繰延投票に関する通知）

第８６条の３　第４５条第３項の規定は，令第１００条第２項の

規定による投票管理者及び開票管理者並びに市町村の選挙の選

挙長への通知について準用する。

２　第４５条第４項の規定は，令第１００条第３項の規定による

数区合同開票区の開票管理者への通知について準用する。

　（繰延開票に関する通知）

第８６条の４　第６５条第３項の規定は，令第１０１条第３項の

規定による開票管理者及び市町村の選挙の選挙長への通知につ

いて準用する。

２　第６５条第４項の規定は，令第１０１条第４項の規定による

数区合同開票区の開票管理者への通知について準用する。

　第１０６条第１項中「第１０項」を「第１１項」に改め，「第

１項」の右に「第２号」を加える。

　第１８１条２中「第１７２号様式の２」を「第１７２号様式の

３」に改め，同条を第１８１条の３とし，第１８１条の次に次の

１条を加える。

　（当選人決定の場合等の通知）

第１８１条の２　区の委員会は，第７７条第１項又は同条第２項

の規定による報告を受けたときは，別記第１７２号様式の２に

準じて市の委員会に通知しなければならない。

　別記目次中「第２号様式　投票区設置の告示」を「第２号様式

　投票区の設置，廃止又は変更の告示」に，

「第３号様式　投票区設置及び変更の報告」を

「第３号様式　投票区の設置，廃止又は変更の報告

　第３号様式の２　分割開票区等の設置，廃止又は変更の　に，

　　　　　　　　届出　　　　　　　　　　　　　　　　」

「第３６号様式　既製の投票用紙の当該候補者に関する部分を削

除し，又はそのまま用いる場合の区の委員会（投票，開票管理

者）への通知」を「第３６号様式　既製の投票用紙の当該候補者

に関する部分を削除し，又はそのまま用いる場合の通知」に，

「第４２号様式　繰上投票の申出」を

「第４２号様式　繰上投票の届出

　第４２号様式の２　投票管理者又は開票管理者への繰上

　　　　　　　　　投票の期日の通知　　　　　　　　　　に，

　第４２号様式の３　数区合同開票区開票管理者への繰上　

　　　　　　　　　投票の期日の通知　　　　　　　　　」

「第４３号様式　繰上投票の告示」を

「第４３号様式　繰上投票の期日の告示

　第４３号様式の２　繰上投票の期日の通知　に，

　第４４号様式　繰延投票又は再投票の届出」

「第４４号様式　繰延投票又は再投票を行う旨の告示」を

「第４４号様式の２　繰延投票又は再投票を行う旨の告示」に，

「第４４号様式の２　繰延投票又は再投票の期日の告示」を

「第４４号様式の２の２　繰延投票又は再投票の期日の告示

　第４４号様式の２の３　投票管理者又は開票管理者への

２　法第８４条において準用する同法第５７条第１項前段の規定

により繰延選挙会を行う旨の告示は別記第７０号様式の３に準

じて，繰延選挙会の期日の告示は別記第７０号様式の４に準じ

て，それぞれ行うものとする。

３　令第８７条第１項の規定による繰延選挙会を行う旨の通知は

別記第７０号様式の５に準じて，繰延開票の期日の通知は別記

第７０号様式の６に準じて，それぞれ行うものとする。

　第７４条第１項中「第７項，第８項及び第１０項」を「第１１

項」に，「及び第２項」を「第１号」に，「通知は，」を「選挙

長の通知は」に，「に準じて」を「（その１）に準じて，同項第

２号イからホまでの規定による選挙長の通知は同様式（その２）

に準じて，同号への規定による選挙長の通知は同様式（その３）

に準じて，それぞれ」に改め，同条に次の３項を加える。

３　令第９２条第２項（同条第８項，第９項及び第１１項の規定

により準用する場合を含む。）の規定による区の選挙管理委員

会の通知は，別記第７５号様式（その４，その５）に準じてし

なければならない。

４　令第９２条第３項（同条第８項，第９項及び第１１項の規定

により準用する場合を含む。）の規定による選挙管理委員会の

通知は，別記第７５号様式（その６）に準じてしなければなら

ない。

５　令第９２条第５項（同条第８項，第９項及び第１１項の規定

により準用する場合を含む。）の規定による選挙長への通知

は，別記第７５号様式（その７）に準じてしなければならな

い。

　第７６条第１項中「を投票管理者に通知するときは，同時に開

票管理者にも通知しなければならない」を「の投票管理者への通

知は，別記第７６号様式の２に準じて行うものとする。」に改

め，同条第２項を同条第３項とし，同条第１項の次に次の１項を

加える。

２　前項の規定は，開票管理者（分割開票区，数市町村合同開票

区又は数区合同開票の開票管理者を含む。）への通知について

準用する。

　第８６条の見出し中「告示」の右に「及び通知」を加え，同条

第１項中「及び開票」及び「及び第１０１号様式」を削り，「そ

の旨を」の右に「第１００号様式の２に準じて」を加え，同条第

２項中「委員会は，」の右に「第１項又は」を，「その旨を」の

右に「第１０１号様式の３に準じて」を，「開票管理者」の右に

「（分割開票区，数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票

管理者を含む。）」を加え，同項を同条第３項とし，同条第１項

の次に次の１項を加える。

２　市の委員会は，法第１２２条の規定により，同時選挙におけ

る開票の順序を定めたときは第１０１号様式に準じて告示し，

併せてその旨を第１０１号様式の２に準じて区の委員会に通知

するものとする。

　第８６条の次に次の３条を加える。

　（繰上投票の期日の通知）

第８６条の２　第４４条第２項の規定は，令第９９条第２項の規

定による投票管理者及び開票管理者への通知について準用す
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「第５２号様式　開票管理者及びその職務代理者の氏名等の

　　　　　　　告示　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を

「第５２号様式　開票管理者及びその職務代理者の氏名等

　　　　　　　の告示

　第５２号様式の２�　数市町村合同開票区又は数区合同開　に，

　　　　　　　　　票区の開票立会人となるべき者を届け

　　　　　　　　　出るべき選挙管理委員会の告示　　　」

「第６４号様式　開票結果の報告」を

「第６４号様式　開票結果の報告

　第６４号様式の２　繰延開票の届出

　第６４号様式の３　繰延開票を行う旨の告示

　第６４号様式の４　繰延開票の期日の告示

　第６４号様式の５　開票管理者への繰延開票に関する通　
に，

　　　　　　　　　知

　第６４号様式の６　数区合同開票区開票管理者への繰延

　　　　　　　　　開票に関する通知

　第６４号様式の７　繰延開票を行う旨の通知

　第６４号様式の８　繰延開票の期日の通知　　　　　　」

「第７０号様式　開票事務と選挙会事務を併せて行うかどう

　　　　　　　かの告示　　　　　　　　　　　　　　　　」
を

「第７０号様式　開票事務と選挙会事務を併せて行うかど

　　　　　　　うかの告示

　第７０号様式の２　繰延選挙会の届出

　第７０号様式の３　繰延選挙会を行う旨の告示　　　　　に，

　第７０号様式の４　繰延選挙会の期日の告示

　第７０号様式の５　繰延選挙会を行う旨の通知

　第７０号様式の６　繰延選挙会の期日の通知　　　　　」

「第７６号様式　候補者の被選挙権の調査」を

「第７６号様式　候補者の被選挙権等の調査

　第７６号様式の２　無投票の通知　　　　」
に，

「第１００号様式　同時選挙における投票の順序の告示」を

「第１００号様式　同時選挙における投票の順序の告示

　第１００号様式の２　同時選挙における投票の順序の通　に，

　　　　　　　　　　知　　　　　　　　　　　　　　　」

「第１０１号様式　同時選挙における開票の順序の告示」を

「第１０１号様式　同時選挙における開票の順序の告示

　第１０１号様式の２　同時選挙における開票の順序の通

　　　　　　　　　　知　　　　　　　　　　　　　　　　に，

　第１０１号様式の３　同時選挙における投票又は開票の

　　　　　　　　　　順序の通知　　　　　　　　　　　」

「第１７２号様式　選挙を行うべき事由の発生報告

　第１７２号様式の２　選挙用ポスター検印等　　」
を

「第１７２号様式　選挙を行うべき事由の発生報告

　第１７２号様式の２　当選人決定の場合等の通知　に改める。

　第１７２号様式の３　選挙用ポスター検印等　　」

　別記第２号様式の見出し中「設置」を「の設置，廃止又は変

更」に改め，同様式その２中「表の一部を，」を「，表の一部

を」に改める。

　別記第３号様式の見出し中「設置及び」を「の設置，廃止又

　　　　　　　　　　　繰延投票に関する通知　　　　　に，

　第４４号様式の２の４　数区合同開票区開票管理者へ

　　　　　　　　　　　の繰延投票に関する通知　　　」

「第４４号様式の４　繰延投票又は再投票の期日の通知」を

「第４４号様式の４　繰延投票又は再投票の期日の通知

　第４４号様式の４の２　共通投票所において投票を行わ　に，

　　　　　　　　　　　せることができない場合の届出　」

「第４４号様式の６　共通投票所において投票を行わせるこ

　　　　　　　　　とができない場合の通知　　　　　　　」
を

「第４４号様式の６　共通投票所において投票を行わせる

　　　　　　　　　ことができない場合の通知

　第４４号様式６の２　区の区域が数開票区に分かれてい

　　　　　　　　　　る場合の共通投票所の投票管理者か

　　　　　　　　　　ら投票箱等の送致を受ける分割開票

　　　　　　　　　　区の指定の告示

　第４４号様式６の３　区の区域が数開票区に分かれてい

　　　　　　　　　　る場合の共通投票所の投票管理者か

　　　　　　　　　　ら投票箱等の送致を受ける分割開票

　　　　　　　　　　区の開票管理者への通知　　　　　　
に，

　第４４号様式６の４　区の区域が数開票区に分かれてい

　　　　　　　　　　る場合の共通投票所の投票管理者か

　　　　　　　　　　ら投票箱等の送致を受ける開票区の

　　　　　　　　　　告示

　第４４号様式６の５　区の区域が数開票区に分かれてい

　　　　　　　　　　る場合の共通投票所の投票管理者か

　　　　　　　　　　ら投票箱等の送致を受ける開票区の

　　　　　　　　　　開票管理者への通知

　第４４号様式６の６　期日前投票所において投票を行わ

　　　　　　　　　　せることができない場合の届出　　」

「第４４号様式の８　期日前投票所において投票を行わせる

　　　　　　　　　ことができない場合等の通知　　　　　」
を

「第４４号様式の８　期日前投票所において投票を行わせ

　　　　　　　　　ることができない場合等の通知

　第４４号様式の９　区の区域が数開票区に分かれている

　　　　　　　　　場合の期日前投票所の投票管理者から

　　　　　　　　　投票箱等の送致を受ける分割開票区の

　　　　　　　　　指定の告示

　第４４号様式の１０　区の区域が数開票区に分かれてい

　　　　　　　　　　る場合の期日前投票所の投票管理者

　　　　　　　　　　から投票箱等の送致を受ける分割開　
に，

　　　　　　　　　　票区の開票管理者への通知

　第４４号様式の１１　区の区域が数開票区に分かれてい

　　　　　　　　　　る場合の期日前投票所の投票管理者

　　　　　　　　　　から投票箱等の送致を受ける開票区

　　　　　　　　　　の告示

　第４４号様式の１２　区の区域が数開票区に分かれてい

　　　　　　　　　　る場合の期日前投票所の投票管理者

　　　　　　　　　　から投票箱等の送致を受ける開票区

　　　　　　　　　　の開票管理者への通知　　　　　　」
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　　　　　　　　　　　　　　　　広島市何区選挙管理委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　氏名　　　　印

　　　　市長選挙における投票用紙の取扱いについて（通知）

　このことについて，別添のとおり広島市選挙管理委員会から

通知がありました。

　備考　広島市選挙管理委員会からの通知を添付すること。

　注１�　共通投票所の投票管理者に通知する場合は，この様式中

「何投票区」を「何共通投票所」とする。

　　２�　分割開票区，数市町村合同開票区又は数区合同開票区の

開票管理者に通知する場合は，この様式中「何区開票区」

を該当する開票区とする。

　別記第３８号様式中「身体の障害」を「心身の故障」に，

「明　　　　　　　　「明

　大　．　．　　　を　大　　　　　　　に，

　昭　　　　　　」　　昭　．　．　

　　　　　　　　　　　平　　　　　　」

「「投票管理者」欄は，不在者投票の場合は「不在者投票管理

者」とし，在外投票の帰国投票の場合は「区選挙管理委員会委員

長」とする。」を「不在者投票の場合は，この様式中「投票管理

者」を「不在者投票管理者」とする。」に，「「住所」欄は，在

外投票の帰国投票の場合は「広島市　　区」を記載しない。」を

「在外投票の帰国投票の場合は，この様式中「投票管理者」を

「区選挙管理委員会委員長」とし，住所欄には「広島市　　区」

を記載しない。」に改める。

　別記第４１号様式その１及びその２中

「
受付番号 第何号 受付時間 午後何時何分

�
」
を　　　　

「
受付番号 第何号 受付時間 午後何時何分

　注　分割開票区，数市町村合同開票区又は数区

　合同開票区の開票管理者に送致する場合は，こ　に改める。

　の様式中「広島市何区開票区」を該当する開票

　区とする。　　　　　　　　　　　　　　　　」

　別記第４１号様式その３中

「広島市何区選挙管理委員会委員長

　　（開票区開票管理者）　　　　あて」
を

「広島市何区選挙管理委員会委員長　あて

　　（広島市何区開票区開票管理者）　　」
に，

「（注）区の委員会が開票管理者に送致する場合は，選挙人

　　　名簿抄本又はその電磁的記録媒体及び投票用紙の残を　を

　　　除く。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「備考　区の委員会が開票管理者に送致する場合は，

　　　選挙人名簿抄本又はその電磁的記録媒体及び

　　　投票用紙の残を除く。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
に改める。

注　分割開票区，数市町村合同開票区又は数区

　合同開票区の開票管理者に送致する場合は，

　この様式中「広島市何区開票区」を該当する

は」に，「第２項」を「第３項」に改め，

同様式中「広島市選挙管理委員会委員長　あて」を

「広島市選挙管理委員会

　　委員長　氏名　　　あて」
に，

「広島市何区選挙管理委員会委員長　印」を

「広島市何区選挙管理委員会

　　委員長　氏名　　　　印」
に，

「（変更）」を「（廃止）（変更）」に，「第２項」を「第３

項」に改め，同様式の次に次の１様式を加える。

第３号様式の２（分割開票区等の設置，廃止又は変更の届出の様

式）（第６条の２関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広何選第何号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成何年何月何日

　　広島県選挙管理委員会

　　　委員長　氏名　　　あて

� 広島市選挙管理委員会　

� 委員長　氏名　　印　

　　　　分割開票区の設置（廃止）（変更）について（届出）

　分割開票区を設置（廃止）（変更）することについて，特別

の事情があると認められるので，公職選挙法施行令第１０条の

２第１項の規定により，下記のとおり届け出ます。

記

分割開票区名 所在地 関係区域

　備考�　分割開票区を設置，廃止又は変更する特別な事情を添付

すること。

　注１�　数市町村合同開票区の場合は，この様式中「分割開票

区」を「数市町村合同開票区」とし，「第１項」を「第２

項」とする。

　　２�　数区合同開票区の場合は，この様式中「分割開票区」を

「数区合同開票区」とし，「第１項」を「第３項」とす

る。

　別記第３６号様式の見出し中「区の委員会（投票，開票管理

者）への」を削除し，同様式中「広島市何区選挙管理委員会委員

長　あて」を

「広島市何区選挙管理委員会

　　委員長　氏名　　　あて」
に，

「広島市選挙管理委員会委員長　印」を

「広島市選挙管理委員会

　　委員長　氏名　　印」
に改め，

同様式を同様式その１とし，同様式その１の次に次の１様式を加

える。

その２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広何選第何号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成何年何月何日

　　何投票区投票管理者　氏名　あて

　　（何区開票区開票管理者）
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日の通知の様式）（第４４条第３項関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広何選第何号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成何年何月何日

　　数区合同開票区開票管理者　氏名　あて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　広島市選挙管理委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　氏名　　印

　　　　投票の繰り上げについて（通知）

　このことについて，別添のとおり広島県選挙管理委員会から

通知がありました。

　備考　広島県選挙管理委員会からの通知を添付すること。

　別記第４３号様式の見出し中「繰上投票」の右に「の期日」を

加え，「第２項」を「第４項」に改め，同様式の次に次の１様式

を加える。

第４３号様式の２（繰上投票の期日の通知の様式）（第４４条第

４項関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広何選第何号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成何年何月何日

　　何投票区投票管理者　氏名　あて

　　（何区開票区開票管理者）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　広島市選挙管理委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　氏名　　印

　　　　�繰上投票を行う投票区及びその投票期日について�

（通知）

　平成何年何月何日執行の何選挙について，公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第５６条の規定により，繰上投票を行

う投票区及びその投票期日を，次のとおり定めました。

区名 投票区名 投票所施設名 投票期日

注　数区合同開票区の開票管理者に通知する場合は，この様式

中「広島市何区開票区」を「数区合同開票区」とする。

　別記第４４号様式の２を別記第４４号様式の２の２とする。

　別記第４４号様式を別記第４４号様式の２とし，別記第４３号

様式の２の次に次の１様式を加える。

第４４号様式（繰延投票又は再投票の届出の様式）（第４５条第

１項関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広何選第何号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成何年何月何日

　　広島市選挙管理委員会

　　　委員長　氏名　　　あて

　　　　　　　　　　　　　　　　広島市何区選挙管理委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　氏名　　　　印

　　　　投票期日の繰り延べについて（依頼）

　平成何年何月何日執行の何選挙において，次のとおり投票期

　開票区とする。　　　　　　　　　　　　　」

　別記第４２号様式の見出し中「申出」を「届出」に改め，

同様式中「広島市選挙管理委員会委員長　あて」を

「広島市選挙管理委員会

　　委員長　氏名　　　あて」
に，

「広島市何区選挙管理委員会委員長　印」を

「広島市何区選挙管理委員会

　　委員長　氏名　　　　印」
に，

「申し出」を「届け出」に，

「

投票
区名

名簿
登録
者数

繰上
日数

繰上投
票期日

開票
所ま
での
距離

送致
所要
時間

経過
地及
び交
通事
情　

投票所
の施設
の名称
及び所
在地　

理由

人 日
平成　年
　月　日

㎞

�
」

を

「
投票
区名

投票所施設の名称
及び所在地

名簿登
録者数 繰上日数

人 日

開票所ま
での距離

送致所
要時間

経過地及び
交通事情 繰上投票期日

㎞
平成何年何月何日

開票所施設の名称
及び所在地

開票開始日時

平成何年何月何日
　　　　何時何分

繰上理由

�
」

に

改め，同様式備考を次のように改める。

　備考　投票を行うべき期日に関する意見を添付すること。

　別記第４２号様式の次に次の２様式を加える。

第４２号様式の２（投票管理者又は開票管理者への繰上投票の期

日の通知の様式）（第４４条第２項関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広何選第何号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成何年何月何日

　　何投票区投票管理者　氏名　あて

　　（何区開票区開票管理者）

　　　　　　　　　　　　　　　　広島市何区選挙管理委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　氏名　　　　印

　　　　投票の繰り上げについて（通知）

　このことについて，別添のとおり広島県選挙管理委員会から

通知がありました。

　備考　広島県選挙管理委員会からの通知を添付すること。

　注１�　共通投票所の投票管理者に通知する場合は，この様式中

「何投票区」を「何共通投票所」とする。

　　２�　分割開票区の開票管理者に通知する場合は，この様式中

「何区開票区」を「分割開票区」とする。

第４２号様式の３（数区合同開票区開票管理者への繰上投票の期
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　合同開票区」とする。　　　　　　　　　　　」

　別記第４４号様式の４の見出し中「第３項」を「第５項」に改

め，同様式中「何区開票管理者」を「広島市何区開票区開票管理

者」に，「何区選挙長」を「何選挙長」に，「広島市何区選挙管

理委員会」を「広島市選挙管理委員会」に，

「
区名 投票区名 繰延（再）投票の期日 理由

� 」
を　　　　

「
区名 投票区名 繰延（再）投票の期日 理由

注　数区合同開票区の開票管理者に通知する場合　に改める。

　は，この様式中「広島市何区開票区」を「数区

　合同開票区」とする。　　　　　　　　　　　」

　別記第４４号様式の４の次に次の１様式を加える。

第４４号様式の４の２（共通投票所において投票を行わせること

ができない場合の届出の様式）（第４５条の３第１項関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広何選第何号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成何年何月何日

　　広島市選挙管理委員会

　　　委員長　氏名　　　あて

　　　　　　　　　　　　　　　　広島市何区選挙管理委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　氏名　　　　印

　　　　�共通投票所を開かない（閉じる）ことについて（通�

知）

　平成何年何月何日執行の何選挙において，次のとおり共通投

票所を開かない（閉じる）ので届け出ます。

共通投票所開設場所 理由

　別記第４４号様式の５中

「　　　　　　　　　　　　　　　　「
区名 共通投票所開設場所

を
共通投票所開設場所

　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　」

に改める。

　別記第４４号様式の６その１中「開票管理者」を「何区開票区

開票管理者」に改め，「開かない」の右に「（閉じる）」を，

「開きません。」の右に「（閉じます。）」を加え，

「
区名 共通投票所開設場所 理由

� 」
を　　　　

「
共通投票所開設場所 理由

注　分割開票区，数市町村合同開票区又は数区合　に改める。

　同開票区の開票管理者に通知する場合は，この

　様式中「何区開票区」を該当する開票区とする。」

日を繰り延べて（再投票を）行いたいので届け出ます。

投票
区名

投票所施設の名称
及び所在地 名簿登録者数 繰延（再）投票の期

日

人
平成何年何月何日

繰延（再）投票の理由

　備考　投票を行うべき期日に関する意見を添付すること。

　別記第４４号様式の２の２の次に次の２様式を加える。

第４４号様式の２の３（投票管理者又は開票管理者への繰延投票

に関する通知の様式）（第４５条第３項関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広何選第何号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成何年何月何日

　　何投票区投票管理者　氏名　あて

　　（何区開票区開票管理者）

　　　　　　　　　　　　　　　　広島市何区選挙管理委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　氏名　　　　印

　　　　投票の繰り延べ（及び再投票）について（通知）

　このことについて，別添のとおり広島県選挙管理委員会から

通知がありました。

　備考　広島県選挙管理委員会からの通知を添付すること。

注　分割開票区の開票管理者に通知する場合は，この様式中

「何区開票区」を「分割開票区」とする。

第４４号様式の２の４（数区合同開票区開票管理者への繰延投票

に関する通知の様式）（第４５条第４項関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広何選第何号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成何年何月何日

　　数区合同開票区開票管理者　氏名　あて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　広島市選挙管理委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　氏名　　印

　　　　投票の繰り延べ（及び再投票）について（通知）

　このことについて，別添のとおり広島県選挙管理委員会から

通知がありました。

　備考　広島県選挙管理委員会からの通知を添付すること。

　別記第４４号様式の３の見出し中「第３項」を「第５項」に改

め，同様式中「何区開票管理者」を「広島市何区開票区開票管理

者」に，「何区選挙長」を「何選挙長」に，「広島市何区選挙管

理委員会」を「広島市選挙管理委員会」に，

「
区名 投票区名 理由

� 」
を　　　　

「
区名 投票区名 理由

注　数区合同開票区の開票管理者に通知する場合　に改める。

　は，この様式中「広島市何区開票区」を「数区
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第４４号様式の６の５（区の区域が数開票区に分かれている場合

の共通投票所の投票管理者から投票箱等の送致を受ける開票区

の開票管理者への通知の様式）（第４５条の３の２第２項関

係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広何選第何号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成何年何月何日

　　分割開票区開票管理者　氏名　あて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　広島市選挙管理委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　氏名　　印

　　　　�共通投票所の投票管理者から投票箱等の送致を受け�

る開票区について（通知）

　このことについて，公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８�

９号）第４９条第７項（第９項）の規定により，別添のとおり

通知します。

　備考　広島市何区選挙管理委員会の告示を添付すること。

注　数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者に通

知する場合は，この様式中「分割開票区」を該当する開票区

とする。

第４４号様式の６の６（期日前投票所において投票を行わせるこ

とができない場合の届出の様式）（第４５条の５第１項関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広何選第何号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成何年何月何日

　　広島市選挙管理委員会

　　　委員長　氏名　　　あて

　　　　　　　　　　　　　　　　広島市何区選挙管理委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　氏名　　　　印

　　　　�期日前投票所を開かない（閉じる）ことについて�

（通知）

　平成何年何月何日執行の何選挙において，次のとおり期日前

投票所を開かない（閉じる）ので届け出ます。

期日前投票所開設場所 理由

　別記第４４号様式の７中「広島市」の右に「何区」を加え，

「　　　　　　　　　　　　　　　　「
区名 期日前投票所開設場所

を
期日前投票所開設場所

　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　」

に改める。

　別記第４４号様式の８その１及びその２中「開票管理者」を

「何区開票区開票管理者」に，

「
区名 期日前投票所開設場所 理由

� 」
を　　　　

「
期日前投票所開催場所 理由

注　分割開票区，数市町村合同開票区又は数区合　に改める。

　同開票区の開票管理者に通知する場合は，この

　様式中「何区開票区」を該当する開票区とする。」

　別記第４４号様式の６その２を削り，別記第４４号様式の６そ

の１を別記第４４号様式の６とし，同様式の次に次の５様式を加

える。

第４４号様式の６の２（区の区域が数開票区に分かれている場合

の共通投票所の投票管理者から投票箱等の送致を受ける分割開

票区の指定の告示の様式）（第４５条の３の２第１項関係）

　　　　　　　　　　　広島市何区選挙管理委員会告示第何号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成何年何月何日

　平成何年何月何日執行の何選挙について，公職選挙法施行令

（昭和２５年政令第８９号）第４９条第１項の規定により，共通

投票所の投票管理者から投票箱等の送致を受ける開票区を次のと

おり指定します。

　　　　　　　　　　　　　　　　広島市何区選挙管理委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　　氏名

共通投票所開設場所 分割開票区名

第４４号様式の６の３（区の区域が数開票区に分かれている場合

の共通投票所の投票管理者から投票箱等の送致を受ける分割開

票区の開票管理者への通知の様式）（第４５条の３の２第１項

関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広何選第何号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成何年何月何日

　　分割開票区開票管理者　氏名　あて

　　　　　　　　　　　　　　　　広島市何区選挙管理委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　氏名　　　　印

　　　　�共通投票所の投票管理者から投票箱等の送致を受け�

る開票区の指定について（通知）

　このことについて，公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８�

９号）第４９条第５項の規定により，別添のとおり通知しま

す。

　備考　広島市何区選挙管理委員会の告示を添付すること。

第４４号様式の６の４（区の区域が数開票区に分かれている場合

の共通投票所の投票管理者から投票箱等の送致を受ける開票区

の告示の様式）（第４５条の３の２第２項関係）

　　　　　　　　　　　　　広島市選挙管理委員会告示第何号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成何年何月何日

　平成何年何月何日執行の何選挙について，公職選挙法施行令

（昭和２５年政令第８９号）第４９条第３項（第４項）の規定に

より，共通投票所の投票管理者から投票箱等の送致を受ける開票

区を次のとおり定めます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　広島市選挙管理委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　氏名

区名 共通投票所開設場所 開票区名

　備考�　開票区名欄には，該当する分割開票区，数市町村合同開

票区又は数区合同開票区を記載すること。
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規定により，期日前投票所の投票管理者から投票箱等の送致を受

ける開票区を次のとおり定めます。

広島市選挙管理委員会　

委員長　氏名　　　　

区名 期日前投票所開設場所 開票区名

　備考�　開票区名欄には，該当する分割開票区，数市町村合同開

票区又は数区合同開票区を記載すること。

第４４号様式の１２（区の区域が数開票区に分かれている場合の

期日前投票所の投票管理者から投票箱等の送致を受ける開票区

の開票管理者への通知の様式）（第４５条の６第２項関係）

広何選第何号　

平成何年何月何日　

　　分割開票区開票管理者　氏名　あて

広島市選挙管理委員会　

委員長　氏名　　印　

　　　　�期日前投票所の投票管理者から投票箱等の送致を受�

ける開票区について（通知）

　このことについて，公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８�

９号）第４９条の１２第７項（第９項）の規定により，別添の

とおり通知します。

　備考　広島市何区選挙管理委員会の告示を添付すること。

注　数市町村合同開票区又は数区同開票区の開票管理者に通知

する場合は，この様式中「分割開票区」を該当する開票区と

する。

　別記第４５号様式の２及び第４５号様式の３中「行う」の右に

「ことができる」を加える。

　別記第４６号様式の見出し中「第１項」を削り，同様式中

「
生年月日

　明・大・昭　年　月　日生

� 」

を
　　　　　　　　　　　　

「
生年月日

　明・大・昭・平
　　　　　　年　月　日生

� 」

に，
　　　　　　　　　　　

「１から４」を「１から５まで」に，「アからオ」を「アからオ

まで」に，

「
４ 住所移転のため，当区以外に居住

� 」
を　　　

「
４ 住所移転のため，当区以外に居住

５ 天災又は悪天候により投票所に到達すること
が困難

� 」

に改め，

「第１・２・３・５」の右に「・６」を加える。

　別記第４９号様式その１中

　別記第４４号様式の８その３中「開票管理者」を「何区開票区

開票管理者」に，

「
区名 期日前投票所開設場所 開設年月日 理由

� 」
を　　　　

「
期日前投票所開設場所 開設年月日 理由

注　分割開票区，数市町村合同開票区又は数区合　に改める。

　同開票区の開票管理者に通知する場合は，この

　様式中「何区開票区」を該当する開票区とする。」

　別記第４４号様式の８の次に次の４様式を加える。

第４４号様式の９（区の区域が数開票区に分かれている場合の期

日前投票所の投票管理者から投票箱等の送致を受ける分割開票

区の指定の告示の様式）（第４５条の６第１項関係）

広島市何区選挙管理委員会告示第何号　

平成何年何月何日　

　平成何年何月何日執行の何選挙について，公職選挙法施行令

（昭和２５年政令第８９号）第４９条の１２第１項の規定によ

り，期日前投票所の投票管理者から投票箱等の送致を受ける開票

区を次のとおり指定します。

広島市何区選挙管理委員会　

委員　　氏名　　　　　　

期日前投票所開設場所 分割開票区名

第４４号様式の１０（区の区域が数開票区に分かれている場合の

期日前投票所の投票管理者から投票箱等の送致を受ける分割開

票区の開票管理者への通知の様式）（第４５条の６第１項関

係）

広何選第何号　

平成何年何月何日　

　　分割開票区開票管理者　氏名　あて

広島市何区選挙管理委員会　

委員長　氏名　　　　印　

　　　　�期日前投票所の投票管理者から投票箱等の送致を受�

ける開票区の指定について（通知）

　このことについて，公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８�

９号）第４９条の１２第５項の規定により，別添のとおり通知

します。

　備考　広島市何区選挙管理委員会の告示を添付すること。

第４４号様式の１１（区の区域が数開票区に分かれている場合の

期日前投票所の投票管理者から投票箱等の送致を受ける開票区

の告示の様式）（第４５条の６第２項関係）

広島市選挙管理委員会告示第何号　

平成何年何月何日　

　平成何年何月何日執行の何選挙について，公職選挙法施行令

（昭和２５年政令第８９号）第４９条の１２第３項（第４項）の
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注　数市町村合同開票区又は数区合同開票区の場

　合は，この様式中「広島市何区開票区」を該当

する開票区とする。　　　　　　　　　　　　　」

　別記第５１号様式中その２中

「
平成何年何月何日　　

広島市何区選挙管理委員会委員長　印　　
� 」

を　　　　

「
平成何年何月何日　　

広島市何区選挙管理委員会委員長　印　　
注１　数市町村合同開票区の場合は，この様式中

　　「広島市何区開票区」を「数市町村合同開票　
に改め，

　　区」とし，「広島市何区選挙管理委員会」を

　　「広島市選挙管理委員会」とする。

　２　数区合同開票区の場合は，この様式中「広

　　島市何区開票区」を「数区合同開票区」とす

　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　同様式を別記第５１号様式その３とし，別記第５１号様式その

１の次に次に様式を加える。

その２

　　　　開票管理者の職務代理者選任書

　広島市何区
　　　　　　　　　　　　　番　号
　　　　　　　　　町　　　番地

（氏名）　　　　　　　あて　　
　�　平成何年何月何日執行の何選挙広島市何区開票区�
開票管理者の職務代理者に選任いたします。

平成何年何月何日　　

広島市何区選挙管理委員会　印　　

　　注１�　数市町村合同開票区の場合は，この様式中「広島市何

区開票区」を「数市町村合同開票区」とし，「広島市何

区選挙管理委員会」を「広島市選挙管理委員会」とす

る。

　　　２�　数区合同開票区の場合は，この様式中「広島市何区開

票区」を「数区合同開票区」とする。

　別記第５２号様式の見出し中「第５１条第２項」を「第５１条

の２」に改め，同様式中「における」の右に「広島市何区開票区

の」を加え，「第２項及び」を「第２項の規定又は」に改め，

「第８９号）」の右に「第６６条若しくは」を，「第１項」の右

に「，第３項若しくは第５項」を加え，

「
同上職務代理者

住所
氏名

� 」

を　　　

「
同上職務代理者

住所
氏名

「　　　　　　　　「
第５号該当

を

第５号該当 第６号該当

　に，

　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　「
少

を

少 鑑
少 少 鑑
少 少 鑑
少 少 鑑
少 少 鑑
少 少 鑑
少 少 鑑
少 少 鑑
少 少 鑑
少 少 鑑

　　　　」　　　　　　　　」

に改め，「指定船舶」の右に

「等」を加え，

「　　　　　　　　「
投票場所

を

投票場所

　　・
　　・

　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　」

に改める。

　別記第４９号様式その２中

「　　　　　　　　「
第５号該当

を

第５号該当 第６号該当

　に改める。

　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　」

　別記第５１号様式の見出し中「第１項」を削る。

　別記第５１号様式その１中「（開票管理者の職務代理者）」を

削り，

「
平成何年何月何日　　

広島市何区選挙管理委員会　印　　
� 」

を　　　　

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

に改める。

平成何年何月何日　　

広島市何区選挙管理委員会　印　　
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受理
番号

受理
年月日 住所 氏名 生年月日

候補
者氏
名　

候補
者の
所属
党派

備考

・ ・

Ｍ．
Ｔ．
Ｓ． ・ ・
Ｈ．

・ ・

Ｍ．
Ｔ．
Ｓ． ・ ・
Ｈ．

注　この様式は，衆議院及び参議院の比例代表選出議員選挙以

外の選挙において使用する。

その２

　　　　開票立会人届出受理簿（平成何年何月何日執行何選挙）

受理
番号

受理
年月日 住所 氏名 生年月日

政党その
他の政治
団体の名
称，代表
者氏名　

備考

・ ・

Ｍ．
Ｔ．
Ｓ． ・ ・
Ｈ．

・ ・

Ｍ．
Ｔ．
Ｓ． ・ ・
Ｈ．

注　この様式は，衆議院又は参議院の比例代表選出議員選挙に

おいて使用する。

　別記第５６号様式その１中「何選挙」の右に「広島市何区開票

区」を加え，

「備考　この様式は，候補者等からの届出により決定した場

　　　合に用いるものとする。　　　　　　　　　　　　　」
を

「注１　この様式は，候補者等からの届出により決

　　　定した場合に用いる。

　　２　数市町村合同開票区又は数区合同開票区の　
に改める。

　　　開票立会人に通知する場合は，この様式中

　　　「広島市何区開票区」を該当する開票区とす

　　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　別記第５６様式その２中「何選挙」の右に「広島市何区開票

区」を加え，

注　数市町村合同開票区又は数区合同開票区の場合　に改め，

　は，この様式中「広島市何区開票区」を該当する

　開票区とする。　　　　　　　　　　　　　　　」

　同様式の次に次の１様式を加える。

第５２号様式の２（数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開

票立会人となるべき者を届け出るべき選挙管理委員会の告示の

様式）（第５５条の２第１項関係）

広島市選挙管理委員会告示第何号　

平成何年何月何日　

　平成何年何月何日執行の何選挙の数市町村合同開票区（数区

合同開票区）における公職選挙法（昭和２５年法律第１００

号）第６２条第１項の規定又は第７０条第１項の規定による開

票立会人となるべき者を届け出る選挙管理委員会を，公職選挙

法施行令（昭和２５年政令第８９号）第７０条の３第１項（第

５項）の規定により，次のとおり定めます。

広島市選挙管理委員会　

委員長　氏名　

選挙管理委員会の名称

　別記第５３号様式その１中「何選挙」に右に「広島市何区開票

区」を加え，

「２　日時　平成何年何月何日　午前（後）何時何分」を

「２　日時　平成何年何月何日　午前（後）何時何分

注　数市町村合同開票区又は数区合同開票区の場合　に改める。

　は，この様式中「広島市何区開票区」を該当する

　開票区とする。　　　　　　　　　　　　　　　」

　別記第５３号様式その２中「その２（比例代表選出議員選

挙）」を「その２」に改め，「参議院比例代表選出議員選挙）」

の右に「広島市何区開票区」を加え，

「２　日時　平成何年何月何日　午前（後）何時何分」を

「２　日時　平成何年何月何日　午前（後）何時何分

　注１　この様式は，衆議院又は参議院の比例代表選

　　　出議員選挙において使用する。　　　　　　　　に改める。

　　２　数市町村合同開票区又は数区合同開票区の場

　　　合は，この様式中「広島市何区開票区」を該当

　　　する開票区とする。　　　　　　　　　　　　」

　別記第５４号様式中「明・大・昭」の右に「・平」を加え，

「何開票区」を「何区開票区」に，「※の欄は記入しないでくだ

さい。」を

「※の欄は記入しないでください。

注　数市町村合同開票区又は数区合同開票区の場　に改める。

　合は，この様式中「広島市何区開票区」を該当

　する開票区とする。　　　　　　　　　　　　」

　別記第５５号様式を次のとおり改める。

その１

　　　　開票立会人届出受理簿（平成何年何月何日執行何選挙）
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　その１

　　　　何選挙結果速報用紙

何区開票区　

届出番号 党派 候補者氏名 得票数

Ａ　得票数の合計

Ｂ　あん分の際切り捨てた票数

Ｃ　有効投票数（Ａ＋Ｂ）

Ｄ　無効投票数

Ｅ　投票総数（Ｃ＋Ｄ）

Ｆ　不突合 不受理

持ち帰り

その他

Ｇ　投票者総数（Ｅ＋Ｆ＝Ｈ）

Ｈ　全投票者数

開票確定時刻 　時　分確定

注１�　この様式は，衆議院及び参議院の比例代表選出議員選挙

以外の選挙において使用する。

２　分割開票区，数区市町村合同開票区，数区合同開票区の

場合は，この様式中「何区開票区」を該当する開票区とす

る。

　その２

　　　　名簿届出政党等の開票結果速報用紙

何区開票区　

届出番号 名簿届出政党等の名称 得票数

Ａ　得票数の合計
Ｂ　あん分の際切り捨てた票数
Ｃ　有効投票数（Ａ＋Ｂ）
Ｄ　無効投票数
Ｅ　投票総数（Ｃ＋Ｄ）

Ｆ　不突合
不受理
持ち帰り
その他

Ｇ　投票者総数（Ｅ＋Ｆ＝Ｈ）
Ｈ　全投票者数
開票確定時刻 　時　分確定

注１　この様式は，衆議院比例代表選出議員選挙について使用

する。

２　分割開票区，数区市町村合同開票区，数区合同開票区の

場合は，この様式中「何区開票区」を該当する開票区とす

る。

「備考　この様式は，選挙管理委員会が選任した場合に用い

　　　るものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を

「注１　この様式は，選挙管理委員会が選任した場

　　　合に用いる。

　　２　数市町村合同開票区又は数区合同開票区の　
に改める。

　　　開票立会人に通知する場合は，この様式中

　　　「広島市何区開票区」を該当する開票区とす

　　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　別記第５７号様式その１中「開票管理者」を「広島市何区開票

区開票管理者」に改め，「何選挙」の右に「広島市何区開票区」

を加え，同様式備考の次に次のとおり加える。

注１�　この様式は，衆議院及び参議院の比例代表選出議員選挙

以外の選挙において使用する。

２　数市町村合同開票区又は数区合同開票区の場合は，この

様式中「広島市何区開票区」を該当する開票区とする。

　別記第５７号様式その２中「（比例代表選出議員選挙）」を削

り，「開票管理者」を「広島市何区開票区開票管理者」に改め，

「何選挙」の右に「広島市何区開票区」を加え，同様式備考の次

に次のとおり加える。

注１�　この様式は，衆議院又は参議院の比例代表選出議員選挙

において使用する。

２　数市町村合同開票区又は数区合同開票区の場合は，この

様式中「広島市何区開票区」を該当する開票区とする。

　別記第５８号様式中「何選挙」の右に「広島市何区開票区」を

加え，

「２　日時　平成何年何月何日　午前（後）何時開始」を

「２　日時　平成何年何月何日　午前（後）何時開始

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
に改める。

　注　数市町村合同開票区又は数区合同開票区の場合

　　は，この様式中「広島市何区開票区」を該当する

　　開票区とする。　　　　　　　　　　　　　　　」

　別記第５９号様式を次のとおり改める。

第５９号様式（開票所の標札の様式）（第５７条関係）

何
選
挙
広
島
市
何
区
開
票
区
開
票
所

備考�　選挙会場の表示に用いるとき
は，「何区開票区開票所」とあ
るのは「何選挙（何選挙何選挙
区）選挙会場」と記載するこ
と。

開
票
所

注　分割開票区，数市町村合同開票区又は数区合同開票区の場

合は，この様式中「広島市何区開票区」を該当する開票区と

する。この場合，備考の適用を除く。

　別記第６３号様式を次のとおり改める。
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届出
番号

名簿届出政
党等　　　 得票数 届出

番号
名簿届出政
党等　　　 得票数

　別記第６４号様式の次に次の７様式を加える。

第６４号様式の２（繰延開票の届出の様式）（第６５条第１項関

係）

広何選第何号　

平成何年何月何日　

　　広島市選挙管理委員会

　　　委員長　氏名　　　あて

広島市何区選挙管理委員会　

委員長　氏名　　　　印　

　　　　開票期日の繰り延べについて（依頼）

平成何年何月何日執行の何選挙において，次のとおり開票期

日を繰り延べて行いたいので届け出ます。

開票区名 開票所施設の名称及び所在地 繰延開票の期日

平成何年何月何日

繰延開票の理由

備考　開票を行うべき期日に関する意見を添付すること。

注　分割開票区，数市町村合同開票区又は数区合同開票区の場

合は，この様式中「開票区名」を該当する開票区とする。

第６４号様式の３（繰延開票を行う旨の告示の様式）（第６５条

第２項関係）

広島市選挙管理委員会告示第何号　

平成何年何月何日　

平成何年何月何日執行の何選挙における開票は，公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第７３条において準用する第

５７条第１項前段の規定により，次のとおり繰り延べて行いま

す。

広島市選挙管理委員会　

委員長　　氏名　　　

何区開票区名 理由

注　分割開票区，数市町村合同開票区又は数区合同開票区の場

合は，この様式中「何区開票区名」を該当する開票区とす

る。

第６４号様式の４（繰延開票の期日の告示の様式）（第６５条第

２項関係）

広島市選挙管理委員会告示第何号　

平成何年何月何日　

平成何年何月何日執行の何選挙における開票は，公職選挙法

　その３

　　　　名簿届出政党等（名簿登載者）の開票結果速報用紙

何区開票区　

届出番号 名簿届出政党等の名称 得票
総数

政党等
の得票
総数　

名簿登載
者の得票
総数　　

Ａ　得票総数
政党等の得票総数
名簿登載者の得票総数

Ｂ　あん分の際切り捨てた票数
Ｃ�　いずれの政党等・名簿登載者に
も属しない投票

Ｄ　有効投票数（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
Ｅ　無効投票数
Ｆ　投票総数（Ｄ＋Ｅ）
Ｇ　不突合 不受理

持ち帰り
その他

Ｈ　投票者総数（Ｆ＋Ｇ＝Ｉ）
Ｉ　全投票者数
開票確定時刻 　時　分確定

注１�　この様式は，参議院比例代表選出議員選挙において使用

する。

２　分割開票区，数区市町村合同開票区，数区合同開票区の

場合は，この様式中「何区開票区」を該当する開票区とす

る。

　別記第６４号様式中「何開票区」を「何区開票区」に，「その

１」を「第１表」に，「その２」を「第２表」に，「開票録の写

し」を

「　　　開票録の写し

　注１　衆議院又は参議院の比例代表選出議員選挙

　　　においては，この様式中「選挙長」を「選挙

　　　分会長」とし，「第２表　候補者別得票数

　　　（立候補届出順）等調」は「第３表　名簿届　に改める。

　　　出政党等別得票数（名簿届出順）等調」とす

　　　る。

　　２　分割開票区，数区市町村合同開票区，数区

　　　合同開票区の場合は，この様式中「広島市何

　　　区開票区」を該当する開票区とする。　　　」

　別記第６４号様式第１表備考中「小数点」の右に「以下」を加

える。

　別記第６４号様式第２表の次に次の１表を加える。

　第３表

　　　　名簿届出政党等別得票数（名簿届出順）等調
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５７条第１項前段の規定により，次のとおり繰り延べて行いま

す。

何区開票区名 理由

注　数区合同開票区の開票管理者に通知する場合は，この様式

中「広島市何区開票区」を「数区合同開票区」と，「何区開

票区名」を「数区合同開票区名」とする。

第６４号様式の８（繰延開票の期日の通知の様式）（第６５条第

５項関係）

広何選第何号　

平成何年何月何日　

　　広島市何区開票区開票管理者　氏名　あて

　　（何選挙長）

広島市選挙管理委員会　

委員長　氏名　　印　

　　　　開票の繰り延べについて（通知）

　平成何年何月何日執行の何選挙における開票は，公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第７３条において準用する第

５７条第１項前段の規定により，次のとおり繰り延べて行いま

す。

何区開票区名 繰延開票の期日 理由

注　数区合同開票区の開票管理者に通知する場合は，この様式

中「広島市何区開票区」を「数区合同開票区」と，「何区開

票区名」を「数区合同開票区名」とする。

　別記第７０号様式の次に次の５様式を加える。

第７０号様式の２（繰延選挙会の届出の様式）（第７２条第１項

関係）

広何選第何号　

平成何年何月何日　

　　広島市選挙管理委員会

　　　委員長　氏名　　　あて

広島市何区選挙管理委員会　

委員長　氏名　　　　印　

　　　　選挙会期日の繰り延べについて（依頼）

　平成何年何月何日執行の何選挙において，次のとおり選挙会

期日を繰り延べて行いたいので届け出ます。

選挙会名 選挙会の開会場所及び所在地 繰延選挙会の期日

平成何年何月何日

繰延選挙会の理由

備考　選挙会を行うべき期日に関する意見を添付すること。

第７０号様式の３（繰延選挙会を行う旨の告示の様式）（第７２

（昭和２５年法律第１００号）第７３条において準用する第

５７条第１項前段の規定により，次のとおり繰り延べて行いま

す。

広島市選挙管理委員会　

委員長　氏名　　　　

何区開票区名 繰延開票の期日 理由

注　分割開票区，数市町村合同開票区又は数区合同開票区の場

合は，この様式中「何区開票区名」を該当する開票区とす

る。

第６４号様式の５（開票管理者への繰延開票に関する通知の様

式）（第６５条第３項関係）

広何選第何号　

平成何年何月何日　

　　何区開票区開票管理者　氏名　あて

広島市何区選挙管理委員会　

委員長　氏名　　　　印　

　　　　開票の繰り延べについて（依頼）

　このことについて，別添のとおり広島県選挙管理委員会から

通知がありました。

備考　広島県選挙管理委員会からの通知を添付すること。

注　分割開票区の開票管理者に通知する場合は，この様式中

「何区開票区」を「分割開票区」とする。

第６４号様式の６（数区合同開票区開票管理者への繰延開票に関

する通知の様式）（第６５条第４項関係）

広何選第何号　

平成何年何月何日　

　　数区合同開票区開票管理者　氏名　あて

広島市選挙管理委員会　

委員長　氏名　　印　

　　　　開票の繰り延べについて（通知）

　このことについて，別添のとおり広島県選挙管理委員会から

通知がありました。

備考　広島県選挙管理委員会からの通知を添付すること。

第６４号様式の７（繰延開票を行う旨の通知の様式）（第６５条

第５項関係）

広何選第何号　

平成何年何月何日　

　　広島市何区開票区開票管理者　氏名　あて

　　（何選挙長）

広島市選挙管理委員会　

委員長　氏名　　印　

　　　　開票の繰り延べについて（通知）

　平成何年何月何日執行の何選挙における開票は，公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第７３条において準用する第
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　　　　選挙会の繰り延べについて（通知）

　平成何年何月何日執行の何選挙における選挙会は，公職選挙

法（昭和２５年法律第１００号）第８４条において準用する第

５７条第１項前段の規定により，次のとおり繰り延べて行いま

す。

選挙会名 繰延選挙会の期日 理由

　別記第７５号様式その１中「（区町村）長　あて」を「（区町

村）長」に，「第１０項」を「第１１項」に，「（ふりがな）」

を「ふりがな」に，

「　　　　　　　　「
職業

を

職業 一のウェブサイ
ト等のアドレス

　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改め，

同様式備考中「記載」の右に「すること」を加える。

　別記第７５号様式その２中「第１０項」を「第１１項」に改め

る。

　別記第７５号様式その３中「（区町村）長　あて」を「（区町

村）長」に，「第１０項」を「第１１項」に改める。

　別記第７５号様式その４を次のとおり改める。

　その４

平成何年何月何日　

　　　何区投票管理者　氏名　あて

　　　（何区開票区開票管理者）

広島市何区選挙管理委員会　

委員長　氏名　　　　印　

　　　　　�何選挙における候補者の届出（の辞退の届出）�

（の届出の却下）（の死亡）（であることを辞し�

たものとみなしたこと）（届の記載事項の異動届）�

について（通知）

　平成何年何月何日執行の何選挙（何選挙何選挙区）におい

て，別紙のとおり候補者の届出があった（の辞退の届出があ

った）（の届出を却下した）（は死亡した）（は候補者であ

ることを辞したものとみなした）（届の記載事項について異

動の届出があった）ので，公職選挙法施行令第９２条第１１

項において準用する同条第２項の規定により通知します。

備考�　別紙は，その１からその３までの該当する様式による

こと。

注１�　この様式は，衆議院及び参議院の比例代表選出議員選

挙以外の選挙において使用する。

２　分割開票区，数市町村合同開票区又は数区合同開票区

の開票管理者に通知する場合は，この様式中「何区開票

区」を該当する開票区とする。

条第２項関係）

広島市選挙管理委員会告示第何号　

平成何年何月何日　

　平成何年何月何日執行の何選挙における選挙会は，公職選挙

法（昭和２５年法律第１００号）第８４条において準用する第

５７条第１項前段の規定により，次のとおり繰り延べて行いま

す。

広島市選挙管理委員会　

委員長　氏名　　　　

区名 選挙会名 理由

第７０号様式の４（繰延選挙会の期日の告示の様式）（第７２条

第２項関係）

広島市選挙管理委員会告示第何号　

平成何年何月何日　

　平成何年何月何日執行の何選挙における選挙会は，公職選挙

法（昭和２５年法律第１００号）第８４条において準用する第

５７条第１項前段の規定により，次のとおり繰り延べて行いま

す。

広島市選挙管理委員会　

委員長　氏名　　　　

区名 選挙会名 繰延選挙会の期日 理由

第７０号様式の５（繰延選挙会を行う旨の通知の様式）（第７２

条第３項関係）

広何選第何号　

平成何年何月何日　

　　何選挙長　氏名　あて

広島市選挙管理委員会　

委員長　氏名　　印　

　　　　選挙会の繰り延べについて（通知）

　平成何年何月何日執行の何選挙における選挙会は，公職選挙

法（昭和２５年法律第１００号）第８４条において準用する第

５７条第１項前段の規定により，次のとおり繰り延べて行いま

す。

選挙会名 理由

第７０号様式の６（繰延選挙会の期日の通知の様式）（第７２条

第３項関係）

広何選第何号　

平成何年何月何日　

　　何選挙長　氏名　あて

広島市選挙管理委員会　

委員長　氏名　　印　
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　その７

広何選第何号　

平成何年何月何日　

　　　何選挙長　氏名　あて

広島市選挙管理委員会　

委員長　氏名　　印　

　　　　　�衆議院小選挙区選出議員選挙における候補者につ�

いて（通知）

　平成何年何月何日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

ける候補者について，次のとおり通知があったので，公職選

挙法施行令第９２条第５項の規定により通知します。

選挙
区名

届出
番号

候補者
氏名

公職選挙法第１１条第１項，同法第２�
５２条又は政治資金規正法第２８条の
規定により選挙権及び被選挙権を有し
なくなるべき事由（その事由がなくな
つたこと）

注１�　衆議院比例代表選出議員選挙の場合は，この様式中

「第５項」を「第８項において準用する同条第５項」と

する。

２　参議院比例代表選出議員選挙の場合は，この様式中

「第５項」を「第９項において準用する同条第５項」と

する。

３　衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙（参議

院合同選挙区選挙を含む。）以外の選挙の場合は，この

様式中「第５項」を「第１１項において準用する同条第

５項」とする。

　別紙第７６号様式の見出し中「被選挙権」の右に「等」を加え

る。

　別紙第７６号様式その１中「（区町村）長　あて」を，「（区

町村）長」に改め，「被選挙権」の右に「等」を加え，「何選挙

（何選挙何選挙区）選挙長」を

「　　　　　何選挙（何選挙何選挙区）選挙長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
に改める。

　注　別紙は，その２からその５までの様式による

　　こと。　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　別紙第７６号様式その２中

「
１�　公職選挙法第１１条の規定に該当
の有無 有・無

２�　公職選挙法第２５２条の規定に該
当の有無 有・無

３�　政治資金規正法第２８条の規定に
該当の有無 有・無

４　その他の参考事項
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「
１�　公職選挙法第１１条第１項の規定
に該当の有無 有・無

２�　公職選挙法第１１条の２の規定に
該当の有無 有・無

　別記第７５号様式その４の次に次の３様式を加える。

　その５

平成何年何月何日　

　　　何区投票管理者　氏名　あて

　　　（何区開票区開票管理者）

広島市何区選挙管理委員会　

委員長　氏名　　　　印　

　　　　　�衆議院比例代表選出議員選挙（参議院比例代表選�

出議員選挙）における名簿による候補者の届出�

（登載者に係る記載を抹消すること）（登載者の�

補充の届出）（が取り下げられたこと）（の届出�

の却下）（の記載事項の異動届）について（通知）

　平成何年何月何日執行の衆議院比例代表選出議員選挙（参

議院比例代表選出議員選挙）において，当該選挙長から別紙

のとおり通知があったので，公職選挙法施行令第９２条第８

項において準用する同条第２項（公職選挙法施行令第９２条

第９項において準用する同条第２項）の規定により通知しま

す。

備考�　別紙は，県選挙管理委員会からの通知の写しによるこ

と。

注１�　この様式は，衆議院又は参議院の比例代表選出議員選

挙において使用する。

２　分割開票区，数市町村合同開票区又は数区合同開票区

の開票管理者に通知する場合は，この様式中「何区開票

区」を該当する開票区とする。

　その６

広何選第何号　

平成何年何月何日　

　　　数区合同開票区開票管理者　氏名　あて

広島市選挙管理委員会　

委員長　氏名　　印　

　　　　　�衆議院小選挙区選出議員選挙における候補者の届�

出について（通知）

　平成何年何月何日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

ける候補者として，別紙のとおり届出があったので，公職選

挙法施行令第９２条第３項の規定により通知します。

備考　選挙長からの通知を添付すること。

注１�　衆議院比例代表選出議員選挙の場合は，この様式中

「第３項」を「第８項において準用する同条第３項」と

し，「選挙長」を「広島県選挙管理委員会」とする。

２　参議院比例代表選出議員選挙の場合は，この様式中

「第３項」を「第９項において準用する同条第３項」と

し，「選挙長」を「広島県選挙管理委員会」とする。

３　衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙（参議

院合同選挙区選挙を含む。）以外の選挙の場合は，この

様式中「第３項」を「第１１項において準用する同条第

３項」とする。
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注　分割開票区，数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開

票管理者に通知する場合は，この様式中「何区開票区」を該

当する開票区とする。

　別記第７７号様式の見出し中「第７６条」の右に「第３項」を

加える。

　別記第７８号様式を次のとおり改める。

何選（何選何選挙区）選挙長第何号　

平成何年何月何日　

　　広島市選挙管理委員会委員長　あて

何選挙（何選挙何選挙区）　

選挙長　氏名　　　　印　

　　　　�何選挙の当選人について（何選挙において当選人が�

ないことについて）（報告）

　平成何年何月何日執行の何選挙（何選挙何選挙区）における

選挙会が終了したので，選挙録を添えて別紙のとおり報告しま

す。

備考�　別紙は，第１表及び第２表によること。ただし，当選人

がいない場合は，第２表のみとする。

第１表

　　　　当選人調

ふりがな
当選人氏名 性別 党派 職業 生年

月日 住所 得票数 新規
元別

備考１　得票数の多い当選人の順に記載すること。

２　当選人が定数に達しない場合は，その旨を別に報告

すること。

注　財産区議会議員選挙においては，この様式中「広島市選

挙管理委員会」を「広島市何区選挙管理委員会」とする。

第２表

　　　　候補者別得票数調

候補者氏名 党派 得票数 備考

有効投票 票
無効投票 票
投票総数 票
無効投票率 ％

備考
不受理
持ち帰り
その他

法第９５条第１項の数（法定得票数） 票
法第９３条第１項の数（供託物没収点） 票

３�　公職選挙法第２５２条の規定に該
当の有無 有・無

４�　政治資金規正法第２８条の規定に
該当の有無 有・無

５　その他の参考事項
注　この様式は，その１の様式による候補者の本

　籍地の市区町村長への照会に添付する。　　　」

に改める。

　別記第７６号様式その３中

「
２　その他の参考事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を

「
２　その他の参考事項
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

に改める。
注　この様式は，その１の様式による候補者の住

　所地の市区町村長への照会に添付する。　　　」

　別記第７６号様式その４中

「
３　その他の参考事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を

「
３　その他の参考事項
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

に改める。
注　この様式は，その１の様式による選挙を管理

　する選挙管理委員会の委員長への照会に添付す

　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　別記第７６号様式その５中

「
３　その他の参考事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を

「
３　その他の参考事項
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

に改める。
注　この様式は，その１の様式による候補者の住

　所地の選挙管理委員会の委員長への照会に添付

　する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　別記第７６号様式の次に次の１様式を加える。

第７６号様式の２（無投票の通知の様式）（第７６条第１項関

係）

広何選第何号　

平成何年何月何日　

　　何投票区投票管理者　氏名　あて

　　（何区開票区開票管理者）

何選挙（何選挙何選挙区）　

選挙長　氏名　　　　印　

　　　　無投票について（通知）

　平成何年何月何日執行の何選挙（何選挙何選挙区）につい

て，届出のあった候補者が１人である（１人となった）（選挙

すべき議員の定数を超えない（超えなくなった））ため，投票

は行いません。
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　別記第７９号様式第４表その３中「（その３）　　区」を

「その３

　　　　　　区」
に改め，同表の次に次のように加える。

注　この表は，衆議院比例代表選出議員選挙において使用す

る。

　別記第７９号様式第４表その４中「（その４）　　区」を

「その４

　　　　　　区」
に改め，同表の次に次のように加える。

注　この表は，参議院比例代表選出議員選挙において使用す

る。

　別記第７９号様式第４表その５中「（その５）　　区」を

「その５

　　　　　　区」
に改め，同表の備考を削り，同表の次に次のよ

うに加える。

注　この表は，衆議院小選挙区選出議員選挙において使用す

る。

　別記第７９号様式第５表中「点字投票及び仮投票に関する調　

　区」を

「点字投票及び仮投票に関する調

　　　　　　　　　　　　　　　　　区」
に改め，

同表備考中「ついて」を削り，「及び」を「，仮投票の代理投票

の仮投票及び」に改める。

　別記第７９号様式第６表を次のとおり改める。

　第６表　代理投票に関する調

区　

総
　
数

内　訳

選挙当日投
票所におけ
る代理投票

期日前投票
所における
代理投票

不在者投票における代理投票

選挙人が所
在・居住す
る地の市区
町村の選挙
管理委員会
の委員長に
対してなし
たもの

病 院 の 院
長，老人ホ
ームの長，
原子爆弾被
爆者養護ホ
ームの長，
国立保養所
の所長，身
体障害者支
援施設の長
又は保護施
設の長に対
してなした
もの

郵便等によ
り投票を行
ったもの

その他

心
身
の
故
障

そ
の
他

計 心
身
の
故
障

そ
の
他

計 心
身
の
故
障

そ
の
他

計 心
身
の
故
障

そ
の
他

計 心
身
の
故
障

そ
の
他

計 心
身
の
故
障

そ
の
他

計

備考�　不在者投票の代理投票欄には，当該区において代理投票

した者の数のみ記載すること。

　別記第７９号様式第６表の２中

「期日前投票に関する調　　区」を

備考　候補者は，届出順に記載すること。

　別記第７９号様式の見出し中「第２項」を「第３項」に改め，

同様式を次のとおり改める。

広何選第何号　

平成何年何月何日　

　　広島市選挙管理委員会

　　　委員長　氏名　　　あて

広島市何区選挙管理委員会　

委員長　氏名　　　　印　

　　　　何選挙の結果について（報告）

　平成何年何月何日執行の何選挙における選挙の結果について

は，別紙のとおりです。

備考　別紙には，第１表から第９表までの該当する選挙の表を

添付すること。

　別記第７９号様式第１表中「選挙人名簿登録者数等に関する調

　　区」を

「選挙人名簿登録者数等に関する調

　　　　　　　　　　　　　　　　　　区」
に，

「名簿登録者数」を「選挙人名簿登録者総数」に改め，同表備考

中「「補正登録者数」の中」を「補正登録者数」に，「所持者を

含む」を「所持者の数を含むこと」に改める。

　別記第７９号様式第２表中「有権者数，投票者数等に関する調

　　区」を

「有権者数，投票者数等に関する調

　　　　　　　　　　　　　　　　　　区」
に改め，

同表備考中「小数点」の右に「以下」を加え，「有権者数」を

「選挙当日の有権者数」に，「当該欄」を「当該数」に改める。

　別記第７９号様式第３表中

「投票総数，有効投票数及び無効投票数等に関する調　　区」を

「投票総数，有効投票数及び無効投票数等に関する調　　　　
に，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区」

「A」を「Ａ」に，「B」を「Ｂ」に，「C」を「Ｃ」に改め，

同表備考中「投票者数」の右に「と」を加え，「及びその」を

「ごとに理由及び」に改める。

　別記第７９号様式第４表その１中「（その１）　　区」を

「その１

　　　　　　区」
に改め，同表の次に次のように加える。

注　この表は，衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙

以外の選挙において使用する。なお，記号式投票による場合

は，第４表その２とあわせて使用する。

　別記第７９号様式第４表その２中「（その２）　　区」を

「その２

　　　　　　区」
に改め，同表の次に次のように加える。

注　この表は，衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙

以外の選挙において，記号式投票による場合に，第４表その

１とあわせて使用する。
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「
病 院 の 院
長，老人ホ
ームの長，
原子爆弾被
爆者養護ホ
ームの長，
国立保養所
の所長，身
体障害者支
援施設の長
又は保護施
設の長に対
してなした
もの

刑事施設の
長又は留置
施設の留置
業務管理者
に対してな
したもの

少 年 院 の
長，少年鑑
別所の長又
は婦人補導
院の長に対
してなした
もの

特定国外派
遣組織の長
に対してな
したもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

　別記第７９号様式第７表その３中

「（その３）　不在者投票の受理，不受理に関する調　　区」を

「その３　不在者投票の受理，不受理に関する調

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区」
に改め

る。

　別記第７９号様式第８表中「（ふりがな）」を「ふりがな」に

あらため，同表備考中「候補者の氏名は，」を削り，「の多い」

を「が多い候補者から」に，「辞退年月日を備考欄に記入」を

「備考欄に辞退年月日を記載」に，「については，」を「は，ふ

りがな候補者氏名欄に通称を記載し，その下に」に改め，「通称

の下に」を削る。

　別記第７９号様式第９表中「第９表」を「第９表　名簿届出政

党等の得票数に関する調」に改める。

　別記第７９号様式第９表その１中

「（その１）　名簿届出政党等の得票数に関する調　区」を

「その１

　　　　　　区」
に改め，同表備考中「名簿届出政党の名称は，」

を削り，「の多い」を「が多い名簿届出政党等から」に改め，備

考の次に次のとおり加える。

注　この表は，衆議院比例代表選出議員選挙において使用す

る。

　別記第７９号様式第９表その２中「（その２）　　区」を

「その２

　　　　　　区」
に改め，同表の備考を削り，同表の次に次のと

おり加える。

　備考　得票数が多い名簿届出政党等から順に記載すること。

注　この表は，参議院比例代表選出議員選挙において使用す

る。

　別記第１００号様式の次に次の１様式を加える。

第１００号様式の２（同時選挙における投票の順序の通知の様

式）（第８６条第１項関係）

広何選第何号　

平成何年何月何日　

　　広島市何区選挙管理委員会

　　　委員長　氏名　　　　　あて

「期日前投票に関する調

　　　　　　　　　　　　　区」
に改め，

「
法第４８条の２
第１項第５号該
当者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「
法第４８条の２
第１項第５号該
当者

法第４８条の２
第１項第６号該
当者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改め，

同表備考を削る。

　別記第７９号様式第７表その１中

「（その１）　不在者投票の請求等に関する調　　区」を

「その１　不在者投票の請求等に関する調

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区」
に，

「
法第４８条の２
第１項第５号該
当者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「
法第４８条の２
第１項第５号該
当者

法第４８条の２
第１項第６号該
当者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改め，

同表備考中「「代理人」欄」を「代理人欄に」に，「交付欄中の

「直接」及び「郵便等」の合計数は，投票欄の「投票したもの」

及び「投票しなかったもの」の合計数に一致すること」を「交付

欄中の計欄の数と投票欄中の計欄の数は一致すること」に改め

る。

　別記第７９号様式第７表その２中

「（その２）　不在者投票管理者別不在者投票に関する調　　

区」を

「その２　不在者投票管理者別不在者投票に関する調

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区」
に，

「　　　　　　　　　　　　　「
業務地又は旅行地の市
区町村の選管委員長に
対してなしたもの

を

選挙人が所在・居住す
る地の市区町村の選挙
管理委員会の委員長に
対してなしたもの

に，

　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　」

「
病院院長，
老人ホーム
の長，国立
保 養 所 所
長，援護施
設又は保護
施設の長に
対してなし
たもの

監獄の長又
は代用監獄
の管理者に
対してなし
たもの

少年院の長
に対してな
したもの

婦人補導院
の長に対し
てなしたも
の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を
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　別記第１７２号様式の２を別記第１７２号様式の３とし，別記

第１７２号様式の次に次の１様式を加える。

第１７２号様式の２（当選人決定の場合等の通知の様式）（第

１８１条の２関係）

広何選第何号　

平成何年何月何日　

　　広島市選挙管理委員会

　　　委員長　氏名　　　あて

広島市何区選挙管理委員会　

委員長　氏名　　　　印　

　　　　�何財産区議会議員一般（補欠）選挙における当選人�

（当選人がいないこと）について（通知）

このことについて，別紙のとおり報告がありましたので通知

します。

備考　別紙は，選挙長からの報告の写しによること。

附　則

　この規程は，告示の日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市選挙管理委員会告示第２号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 ３ １ 日

　広島市議会議員安芸区選挙区における議員の欠員の数が１人

（定数４人）となったことから，公職選挙法（昭和２５年法律第

１００号）第１１３条第１項の規定に基づく補欠選挙を行うべき

事由が生じました。

広島市選挙管理委員会

委員長　　二　國　則　昭

教育委員会告示
広島市教育委員会告示第１号

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ ９ 日

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会

教育長　　糸　山　　　隆

１　日　時　平成３０年１月２６日（金）　午後１時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

【公開予定議題】

⑴　平成３０年広島市成人祭の開催結果について（報告）

⑵　校長及び教員としての資質の向上に関する指標について

（議案）

【非公開予定議題】

⑶　訴訟について（報告）

⑷　市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について

（議案）

広島市選挙管理委員会　

委員長　氏名　　印　

　　　　同時選挙における投票の順序について（通知）

このことについて，別紙のとおり告示したので通知します。

備考　広島市選挙管理委員会の告示を添付すること。

　別記第１０１号様式の次に次の２様式を加える。

第１０１号様式の２（同時選挙における開票の順序の通知の様

式）（第８６条第２項関係）

広何選第何号　

平成何年何月何日　

　　広島市何区選挙管理委員会

　　　委員長　氏名　　　　　あて

広島市選挙管理委員会　

委員長　氏名　　印　

　　　　同時選挙における開票の順序について（通知）

このことについて，別紙のとおり告示したので通知します。

備考　広島市選挙管理委員会の告示を添付すること。

第１０１号様式の３（同時選挙における投票又は開票の順序の通

知の様式）（第８６条第３項関係）

広何選第何号　

平成何年何月何日　

　何投票区投票管理者　氏名　あて

　（何区開票区開票管理者）

広島市何区選挙管理委員会　

委員長　氏名　　　　印　

　　　　�同時選挙における投票（開票）の順序について（通知）

このことについて，別紙のとおり告示されたので通知しま

す。

備考　広島市選挙管理委員会の告示を添付すること。

注　分割開票区，数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開

票管理者に通知する場合は，この様式中「何区開票区」を該

当する開票区とする。

　別記第１７０号様式中「から１１月」を「から同年１１月」

に，別記第１７２号様式の２その１中「その１（検印）」を

「その１

　　　　　　　に改める。

　　　　検印」

　別記第１７２号様式の２その２中

「その２（選挙用ポスター検印票）」を

「その２

　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　選挙用ポスター検印票」

　別記第１７２号様式の２その３中「（ポスター検印整理簿）」

を削り，「党派名」を「党派」に改める。
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不当として理解できると思う。

イ　その時，会の「会員規則」（※別紙１：中文・日文各

１部）第一の第９条には，「毎年の年始年末，２回ほど

会員大会を開催する。年始：一年間の活動計画を説明

し，年末：一年間のまとめた会計報告及び奨励する」と

の内容があるが。代表者のＬ（帰国者の２世）は，会が

設立当初自ら作った会則に違反し，２７年度と２８年

度，２年間の会計報告を今年１１月４日までには，会員

全員に報告していなかった。

会員として，２０１５年度からの３年間，会が保険年

金課から市の委託金をどれぐらいもらったか，何に使う

か，何に使ったのか，知りたい，知る資格と権利がある

と思うので，ずっと報告を待っていたが。

早く会則を実施し，過ぎ去った２年間の会計報告と今

年度の予算及び活動計画を説明してほしいなどを，今年

３月１０日と４月１２日に，保険年金課に伝えた。４月

１９日，保険年金課が，事業報告を年金課に報告しても

らうが，会計報告は保険年金課に提出しなくてもいい，

会内で報告しなければいけない，Ｌさんに催促して，報

告してもらうようにしなければならないと言ってくれ

た。

その日，保険年金課から，できるだけ両方（私たちと

Ｌら）の言い分をちゃんと聞いて，市も中に挟んで，そ

の場に立ち会ったような三者会議を行おうと勧めてくれ

たが，Ｌがいつも理不尽ばかりで，話し合うと喧嘩にな

る可能性があると思ったので，保険年金課からの勧めを

拒否した。

ウ　何か月たっても，会計報告を実施してくれなかったの

で，私たち４人が発起人として，弁護士を訪ね，「会則

には，会の会計監査について定められていないので，法

の原則どおり，会員が誰でも監査できる」と聞いた。７

月１２日付けの通知書（※別紙２）を会代表のＬに届け

た。

エ　７月１８日（火），保険年金課に「公文書開示請求

書」（※別紙３）提出し，８月８日（火）から，保険年

金課から提出してくれた資料（※別紙４）で監査し始

め，８月２５日に，会が保険年金課よりもらった各年度

の委託金の総額，各項目の金額などをまとめた監査資料

（※別紙５）がやっとできて，保険年金課から確認して

もらうために提出した。

オ　纏めた資料をみると，沢山の疑惑が生じて，特に講師

代と消耗品費の使途不明が多いと思うので，８月２６日

から，理事・講師と各教室に参加する会員の一部に調査

し始め，陳述書と聞いた内容をまとめて監査資料を作成

した。（※別紙６）

カ　９月１１日（月）午後，また，三者会議を行って，両

方の意見を聞いた方が良いと保険年金課が勧めてくれ

た。

キ　９月１２日（火）三者会議に参加する，とのことを保

監査公表
広島市監査公表第１号

平成３０年１月１４日

　平成２９年１１月１５日付けで受け付けた広島市職員に関する

措置請求について，その監査結果を地方自治法第２４２条第４項

の規定により，別紙のとおり公表する。

広島市監査委員　佐　伯　克　彦

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　原　　　裕　治

同　　　　　　　桑　田　恭　子

（別紙）

広 監 第 １ ３ ７ 号

平成３０年１月１４日

請求人

（略）

広島市監査委員　佐　伯　克　彦

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　原　　　裕　治

同　　　　　　　桑　田　恭　子

広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について

（通知）

　平成２９年１１月１５日付けで受け付けた広島市職員に関する

措置請求（以下「本件措置請求」という。）について，地方自治

法第２４２条第４項の規定により監査を行ったので，その結果を

同項の規定により次のとおり通知する。

第１　請求の要旨

　平成２９年１１月１５日付けで提出のあった広島市職員措置

請求書に記載された内容は，以下のとおりである。

　広島市健康福祉局保険年金課による，「Ｉ会」（以下「会」

という）に対する委託金の不当な支出に関する措置請求の要旨

１　請求の要旨

⑴　請求の対象：広島市健康福祉局保険年金課：Ｊ様　Ｋ様

　課長様

⑵　時期：平成２７・２８年度及び２９年度の４月から現在

まで。

⑶　不当や怠る行為：上述期間中，保険年金課が「会」に対

する業務委託契約の締結・履行には，不当や怠るがあると

思う。

⑷　不当や怠る事実：

ア　平成２７年５月から，「会」は保険年金課から業務委

託金をもらい始めた。

契約を締結するときに，会則はない若しくはあって

も，会計，監査などを配置してない会との契約締結には



平成３０年２月２８日� 第１０５３号　―５１―広　　島　　市　　報

Ｌから提出した偽物の領収書を信じて認めたが，私たち

の持っている事実を全然無視され，調査も検査も，して

くれなかった。

ウ　消耗品費の支出について，各教室では消耗品を全然使

わない，使っても金額が僅かで，使途不明になった金額

が多い，と伝えても，保険年金課がＬから提出してもら

った偽領収書を信じて，次期の委託金を振り込んだ。

エ　今年の３月ごろから，ずっと保険年金課に訴えたこと

を無視され，証拠があっても，適応な対応を全然してく

れなかった；８月末頃から，監査した結果により，委託

金が委託業務以外に流用したと使途不明になってしまっ

たことを，何回も保険年金課へ伝えたが，三者会議を開

くから，待ててくださいと言ってくれた。私たちは，三

者会議がいつごろ開く？と聞いたら，分からない，Ｌの

都合により，と言ってくれた。Ｌの都合により行う，ず

っと都合が悪かったら，止める？

オ　私たちは，会の代表Ｌが契約を誠実に履行していなか

ったについて，沢山の根拠を把握して，保険年金課に話

があったが，どうして全然聞いてくれないの？このよう

な責任を持てないやり方には，残念・おかしいと思うし

かない。

カ　契約書の留意事項の（５）には，「受託者は，委託料

を委託業務を実施するための経費以外に使用してはなら

ない」。また，広島市委託契約約款の（検査）項目の第

１０条には，「発注者は，必要あると認めた時は，受注

者に委託業務に関する資料若しくは報告書を提出させ，

又は受注者の委託業務の実施状況を調査し，若しくは検

査することができる」。また，２，「発注者は，前項の

検査により，必要があると認めた時は，受注者に対し必

要な措置を採ることを求めることができる」。また，広

島市委託契約約款の（発注者の解除権）項目の第１４条

には，「発注者は，前条の規定による場合のほか，次の

各号のいずれかに該当するときは，この契約を解除する

ことができる」。「（２）受注者が，この契約を誠実に

履行する見込みがないと発注者が認めたとき」。との内

容があることが，保険年金課が分かると思うだけど，委

託金中の講師代と消耗品費中の一部の資金が，いったい

何に流用したのか，全然検査や調査しなく，何も必要な

措置もとってなかった。

⑺　請求期限について

ア　上述したことを，保険年金課に話しても，調査も解決

もしてくれなかったので，公正的に解決できるどこかに

訴えようと思うところ，８月末頃，広島市には「広島市

監査委員会」という部門があることがやっと分かって，

訪ねるや請求し始めた。

イ　保険年金課が，契約履行や財務会計管理上の怠る事実

は，現在まだ終了してない，そして契約履行や財務会計

管理については，また継続しているので，請求期限はな

いと思う。

険年金課へ伝えた，開く時期について，保険年金課がＬ

に相談してから，知らせしてくれると聞いた。

ク　９月１５日，監査した結果により，約２年半の間，委

託金中の講師代と消耗品費が，約２００万円が使途不明

になってしまったことを保険年金課に伝えた。

ケ　９月２２日（金）保険年金課に，来週の月曜日，私た

ちが監査で委託金のまとめた中文資料を会員のみんなに

配ることを伝えた。

コ　９月２５日（月）午前の医療日本語教室で，監査結果

を記録する中文資料を当日の教室に出席した会員に配っ

て公開した。（※別紙７）

サ　９月２８日（木），保険年金課から次のような話を伝

えてくれた：

　　　　　・�Ｌが保険年金課に提出した講師代領収書には，全部

５０００円を記入し，講師の印鑑やサインもある；

　　　　　・�Ｌが三者会議には参加拒否した。理由：Ｍたちが彼

に通知書を送った。

シ　１０月６日（金）午後，Ｌが，平成２７年と２８年

度，２年間の会計報告を理事会で公開した。（※別紙

８）

ス　１０月１９日（木）保険年金課から，Ｌが提出してく

れた消耗品費の領収書も確認してからＬさんに返した，

と伝えてくれた。

セ　最近何回も，年金課へ聞いた：４月ごろから，年金課

に勧めてくれた三者会議は，いつごろ開催するか，と。

まだ分からない，Ｌが都合悪いと言ってくれた。

ソ　１１月５日（日）午後，会の「中秋賞月交流会」があ

った。Ｌが僅か１０分間で，平成２７年と２８年度，２

年間の会計報告を簡単に言ってくれた。（※別紙９）監

査もないし，報告資料も配らなかった。

⑸　広島市に損害

約２年半の間，使途不明になってしまった講師代と消耗

品費が，概算で少なくても２００万円になり，広島市の財

産には損失をもたらした。

⑹　保険年金課が契約履行や財務会計管理について不当・怠

慢と思う理由：

ア　会ができた時（平成２７年５月），４人の責任者がお

ったが，中の１人が仕事で忙しいから，止めた；１人が

長期間活動には参加してなかった。残りの２人（代表Ｌ

と事務Ｎ）が会計，買物，物保管，講師などのことをや

る状態になり，そして，会が初めから，ずっと監査がい

なかった状態のままで，財務会計管理規則に違反し，問

題が出やすい，そして２人しかいない状態では，管理す

る能力と資格はなくなるはず，及び，Ｎは，僕の会計を

審査すること，絶対考えるな，と放言したなどを，今年

の３月１０日（金），早めにこのような状態を変えた方

が良い，と保険年金課に伝えたが，対応してくれなかっ

た。

イ　講師たちが受領した講師代について，保険年金課が，
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省略する。）

・講師謝礼金の支払時に会が使用した封筒２枚

・証言１件（中国語及び和訳）

・陳述書５件（中国語及び和訳）

請求人は，本件措置請求に沿った内容の説明について，陳

述した。

２　広島市長の意見書の提出及び陳述

広島市長に対し，意見書及び関係書類等の提出を求めたと

ころ，平成２９年１２月１８日付け広健年第４１３号により

意見書が提出された。なお，陳述は行わなかった。

意見書の内容は，以下のとおりである。

⑴　本市の意見

請求人の主張には理由がないため，本件措置請求は棄却

されるべきである。

⑵　本市の意見の理由等

ア　本件措置請求の要旨

本件措置請求の要旨は，おおむね次のとおりであると

解される。

平成２７年５月からＩ会（以下，「会」という。）

は，広島市健康福祉局保険年金課（以下，「本市」とい

う。）から中国残留邦人等地域生活支援教室開催事業

（以下，「教室事業」という。）の委託を受けている

が，会則がない若しくはあっても，会計，監査などを配

置していない会との契約締結は不当である。

平成２７年５月から現在までに使途不明金が約２０�

０万円生じているが，本市は対応を行おうとしなかっ

た。

また，上記の問題について，多くの根拠を把握して本

市へ提示したが，対応しようとしなかった。

よって，本市が確認した会の２年半の各支出の資料，

事業報告及び決算報告書等の全てを監査すること及び上

記損害（約２００万円）の補填を求めるものである。

イ　本市の意見の理由

本件委託事業は，本市に何ら損害を発生させるもので

はなく，次のとおり，請求人の主張には理由がない。

ア　本市に損害を発生させていないことについて

請求人が主張している約２００万円の使途不明金に

ついて，明確な根拠資料がなく，会の一部の会員から

の聞き取りだけとなっている。

本市では，会から講師代や消耗品費の領収書の提出

を受け，教室事業の実施に係る経費を把握し，確実な

履行を確認しており，使途不明金は発生していない。

よって，本市への損害は発生していない。

イ　請求人の不当や怠慢に係る主張への反論

ａ　請求人は，契約を締結するときに，会則がない若

しくはあっても，会計，監査などを配置していない

会との契約締結は財務会計管理規則違反となり不当

との主張をしている。

⑻　措置を請求

ア　保険年金課の職員は，職務の遂行に当たっては，事実

に基づいて事実を求めるような，公正的な職員になるよ

うにしてください。

イ　広島市監査委員より審査していただきます。保険年金

課が確認された，会の２年半の間，各支出に関する資料

（当時の領収書又はレシート・お買上明細書）」・委託

業務に関する事業報告及び決算報告書などのすべてを，

提出させて監査してください。

ウ　委託事業内容以外に使った費用及び使途不明になって

しまった委託金を広島市に返還させてください。

エ　必要であれば，監査してくださる場合は，私たちも参

加させてください。

オ　歴史の問題により中国残留孤児が生まれた。残留孤児

がいなければ，政府からこのような特別の補助金を出し

てくれないと思う。

今後，この大切な業務委託金を，主として一世（残留

孤児と配偶者）の人たちが主宰する会ときちんと管理で

きる人に任せてください。

　地方自治法第２４２条第１項の規定により，別紙事実証明書を

添え，必要な措置を請求します。

（事実を証する事実証明書として次の書類が提出されている

が，添付を省略する。）

（別紙１）会員会則

（別紙２）通知書

（別紙３）公文書開示請求書

（別紙４）各教室経費算出内訳（平成２７年）ほか

（別紙５）�２０１５～２０１７年度　Ｉ会が広島市保険年金課

から受領した（承諾済み含む）委託金をまとめた情

報（各教室部分）

（別紙６）陳述書（中国語及び和訳）ほか

（別紙７）別紙５の中国語によるもの

（別紙８）広島市平成２７年度教室委託料及結算書ほか

（別紙９）会計報告時におけるＬ氏の発言記録

第２　請求の受理

本件措置請求は，地方自治法第２４２条第１項の所定の要件

を具備するものと認め，平成２９年１２月４日に，同年１１月

１５日付けでこれを受理することを決定した。

第３　監査の実施

１　請求人による証拠の提出及び陳述

地方自治法第２４２条第６項の規定に基づき，平成２９年

１２月１８日に請求人に対し証拠の提出及び陳述の機会を設

けたところ，請求人は新たな証拠として次の書類を提出する

とともに，陳述を行った。

（新たな証拠として次の書類が提出されているが，添付を
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このように，請求人の訴えに基づき，本市は確認

を行っており，請求人の「対応しなかった」という

主張は事実誤認である。

ｅ　請求人は，会の代表が契約を誠実に履行していな

いことについて，たくさんの根拠を把握して伝えた

のに対応しないのは怠慢との主張をしている。

しかし，請求人の根拠は，全て口頭の申立だけで

あり，根拠資料がなく，真偽の判断ができない。ま

た，本市としては，請求人より，介護予防教室につ

いて，いつも麻雀ばかりしていると訴えがあった際

に，本市が介護予防教室への訪問を抜き打ちで実施

し，ビデオを見ながら介護予防に資する体操をして

いる等，教室の実施状況に問題はないことを確認し

たほか，請求人の訴えについて，７月５日に会の代

表へのヒアリングを実施して，事実確認を行った。

このように，請求人の訴えに基づき，本市は確認

を行っており，請求人の「対応しない」という主張

は事実誤認である。

ウ　請求人のその他の主張への反論等

ａ　請求人は，会員会則により実施することになって

いる，毎年の会計報告を会が実施していないとの主

張をしている。

本市が会の設立を提案したこともあり，本市は必

要に応じて会に助言を行っているが，会員への会計

報告の実施については，会の内部運営に関する問題

であり，本市が指導等を行う事項ではない。

なお，会においては，各年度末に本市へ委託料の

使用状況を明示した「委託業務報告書」を提出して

おり，本市もその内容確認を行っている。

ｂ　請求人は，公文書開示請求を行い，入手した公文

書をまとめた資料（別紙５）を作成し，本市へ提出

したとの主張をしている。

公文書開示請求を受け，公文書の開示を行い，請

求人のまとめた資料が提出されたことは事実であ

る。しかし，請求人のまとめた資料と公文書開示請

求で開示した精算書の金額が一致しないことの明確

な説明はなされていない。

ｃ　請求人は，三者面談がいつまでたっても実施され

ないとの主張をしている。

請求者の訴えは，本市が指導等を行う事項ではな

い会の内部事情に関するものが多く，また，請求人

と会の代表の主張が真っ向から対立し，一方の主張

をもって真偽を判断しかねるため，本市から，市も

同席の上で，双方が話し合う三者面談の場を設ける

ことを提案している。以下のとおり，三者面談の実

施に向けて，双方に働きかけを行っているところで

ある。

・�４月１９日に請求者へ三者面談を打診したが，拒

否。

しかし，財務会計管理規則が何を指すのかは不明

であるが，教室事業の実施根拠となる国が定めた要

領（「地域における中国残留邦人等支援ネットワー

ク事業実施要領」及び「身近な地域での日本語教育

支援事業実施要領」）において，実施主体の一つと

して，市区町村が適当と認める民間団体に，事業の

全部又は一部を委託することができると定められて

おり，会計，監査の配置には言及されていないた

め，不当であるという根拠はない。

なお，会においては，各年度当初に本市へ「委託

業務計画書」を提出するとともに，各年度末に本市

へ委託料の使用状況を明示した「委託業務報告書」

を提出し，本市において，その内容確認を行ってお

り，適正に会計や監査の機能が果たされていると考

える。

ｂ　請求人は，本市が講師の受領した講師代につい

て，会の代表から提出された偽物の領収書を信じ，

請求人が持っている事実を無視し，調査や検査をし

ないのは怠慢との主張をしている。

しかし，請求人の持っている事実は，全て口頭の

申立だけであり，明確な根拠資料がない。他方，会

からは，講師代の領収書の提出を受けて，教室事業

の実施に係る経費を把握しており，確実な履行を確

認している。また，一部の講師から聴き取りを行っ

たが，偽物の領収書であるとの確認はできなかっ

た。

よって，請求人の主張している問題は発生してい

ない。

ｃ　請求人は，各教室では消耗品を全然使わない，使

っても金額が僅かで，使途不明になった金額が多い

との情報を本市に伝えたが，会の代表が提出した偽

物の領収書を信じて，委託金を振り込んだのは不当

との主張をしている。

しかし，請求人の主張は，全て口頭の申立だけで

あり，明確な根拠資料がない。他方，会からは，消

耗品費の領収書の提出を受けており，本市はそれに

記載された日付，商品名及び金額等について，教室

事業の実施状況とも照合して適切であることを確認

している。

よって，請求人の不当との主張はあたらない。

ｄ　請求人は，請求人が本市へ訴えたことについて，

対応しなかったことは怠慢との主張をしている。

しかし，請求人より，介護予防教室について，い

つも麻雀ばかりしていると訴えがあった際に，本市

が介護予防教室への訪問を抜き打ちで実施し，ビデ

オを見ながら介護予防に資する体操をしており，教

室の実施状況に問題はないことを確認している。

また，７月５日には会の代表へのヒアリングを実

施し，請求人の訴えについての事実確認を行った。
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で行われ，違法又は不当なものとなっていないか。

⑵　平成２７年度契約及び平成２８年度契約における講師謝

礼金及び消耗品費の精算が実費を超える金額で行われたこ

とにより生じた損害賠償請求権の行使を違法又は不当に怠

る事実があるか。

第４　監査の結果

１　事実関係の確認

請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証

する書類，請求人の陳述，広島市長から提出された意見書及

び関係書類，広島市職員への聞取り調査並びに関係人調査に

より，平成２７年度契約及び平成２８年度契約について，次

のとおり確認した。

⑴　平成２７年度契約及び平成２８年度契約の対象である事

業

ア　契約の目的である事業は，広島市内在住の中国残留邦

人等を対象に，日常生活や日本語学習の支援となるよう

な教室を開催することにより，その自立を支援すること

を目的とするものであり，国（厚生労働省）の「中国残

留邦人等地域生活支援事業」の一つとして，事業費の全

額について国庫補助金を受けて実施している。

イ　当該事業の実施主体は，国（厚生労働省）の定めた実

施要領において，指定都市等と定められているが，この

実施要領において「本事業を適切，公正，中立かつ効果

的に実施することができる者であって，社会福祉法人，

一般社団法人，一般財団法人又は特定非営利活動法人そ

の他の都道府県及び市区町村が適当と認める民間団体

に，事業の全部又は一部を委託することができる。」と

定められていることから，広島市では，当該事業の全部

を，Ｉ会（以下「会｣ という。）が中国残留邦人の関係

者で形成された団体であり，必要な支援や課題に精通し

ている等の理由から，随意契約により会と委託契約を締

結して実施している。

⑵　平成２７年度契約及び平成２８年度契約の内容

ア　平成２７年度契約

ア　委託先

　　　　　　Ｉ会　代表者　Ｌ

イ　実施期間

　　　　　　平成２７年５月１日から平成２８年３月３１日まで

ウ　履行場所

　　　　　　広島市中央公民館及び広島市中央老人福祉センター

エ　委託料の支払方法・精算

　平成２７年度契約の仕様書において，次の内容が記

載されている。

５　委託料の支払方法
　�　委託者は，承諾書に掲げる額を限度とし，受
託者の請求に基づき，委託料を下表に掲げる区
分により概算払いする。受託者は，請求書を以
下の区分ごとの請求期限の日までに提出するも
のとする。

・�７月５日に会の代表へ三者面談を打診し，了承を

得たが，請求者が引き続き拒否。

・�請求者への説得を続けた結果，９月１２日に請求

者から三者面談の了承を得た。

しかし，７月中旬に請求者が会の代表へ，会計報

告をしなければ法的手段をとるとの通知を送付し

たため，会の代表が態度を硬化させ，三者面談を

拒否。

・�現在，会の代表へ三者面談に応じるよう説得して

いるが，了承を得られていない。

エ　請求人の提出書類についての反論及び意見

ａ　請求人は，別紙４を公文書開示請求にて入手した

文書との主張をしている。

しかし，別紙４の１枚目「各教室経費算出内訳

（平成２７年）」については，本市で作成や保有を

しておらず，本市が公文書開示をしたものでなく，

出所不明の文書である。

また，別紙４の６枚目と７枚目は，平成２７年度

の押し花教室の実施予定日の表であり，同一の文書

であるが，７枚目には本市が記入したものではない

付記がされている。なお，実際の押し花教室の実施

日は，表の日付とは一致しておらず，実施回数も契

約内容を変更し，１１回から１９回に増えている。

ｂ　請求人は，公文書開示請求にて入手した別紙４を

監査し，公文書をまとめた資料として，別紙５を作

成したと主張している。

しかし，別紙４は，教室事業の契約時や契約変更

時の文書の一部であり，委託金を確定する精算書が

含まれていないため，別紙４を基に別紙５を作成し

た場合は，実際の委託金の支給額とは同額とならな

い。

なお，請求人へ公文書開示をした際には，精算書

も公文書として開示している。

３　監査対象事項

監査対象事項は次のとおりとする。なお，平成２９年度の

同様の委託契約に係る監査請求については，精算がまだ行わ

れておらず，確定していないため，対象としない。

⑴　平成２７年度中国残留邦人等日本語教室開催委託事業委

託契約，平成２７年度中国残留邦人等介護教室開催委託事

業委託契約，平成２７年度中国残留邦人等文化・芸術（日

中料理・書道・手芸・押し花）教室開催委託事業委託契

約，平成２７年度中国残留邦人等音楽教室（日本語歌謡・

二胡）開催委託事業委託契約及び平成２７年度中国残留邦

人等スポーツ教室（中国武術・民謡舞踊）開催委託事業委

託契約（以下これらを「平成２７年度契約」という。）並

びに中国残留邦人等地域生活支援教室開催事業（平成２８

年度）委託契約（以下「平成２８年度契約」という。）に

おける講師謝礼金及び消耗品費の精算が実費を超える金額
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　�　広島市は，適正な請求書を受理した日から起
算して３０日以内に委託料を支払うものとす
る。

区分 金額 支払予定
金額 請求期限

５月～
６月分

契約金額の
24／130
（千円未満
切り捨て）

159,000円 平成27年
５月26日

７月～
９月分

契約金額の
37／130
（千円未満
切り捨て）

245,000円 平成27年
６月16日

10月～
12月分

契約金額の
34／130
（千円未満
切り捨て）

225,000円 平成27年
９月16日

１月～
３月分

契約金額から
既支払済額を
控除した額

234,600円 平成27年
12月16日

　�（※　この表は日本語教室開催委託事業の例で
ある。）

６　留意事項
　⑴�　概算払金の精算は，平成２８年３月３１日
をもって行うものとする。

　⑵�　前項の精算により，概算払金に残余金が生
じた場合は，受託者は速やかに委託者に返還
しなければならない。

　⑶　（略）
　⑷�　受託者は，委託料を委託業務を処理するた
めの経費以外に使用してはならない。

　⑸～⑼　（略）

イ　平成２８年度契約

ア　委託先

　　　　　　平成２７年度契約に同じ。

イ　実施期間

　　　　　　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

ウ　履行場所

　　　　　　平成２７年度契約に同じ。

エ　委託料の支払方法・精算

　平成２８年度契約の仕様書において，次の内容が記

載されている。

５　委託料の支払い方法
　�　委託者は，契約書に掲げる額を限度とし，受
託者の請求に基づき，委託料を四半期ごとに概
算払いする。受託者は，請求書を区分ごとの請
求期限の日までに提出するものとする。

　�　広島市は，適正な請求書を受理した日から起
算して３０日以内に委託料を支払うものとす
る。

６　留意事項
　⑴�　概算払金の精算は，平成２９年３月３１日
をもって行うものとする。

　⑵�　前項の精算により，概算払い金に残余金が
生じた場合は，受託者は速やかに委託者に返
還しなければならない。

　⑶・⑷　（略）
　⑸�　受託者は，委託料を委託業務を実施するた
めの経費以外に使用してはならない。

　⑹～⑼　（略）
　⑽�　受託者は，月ごとに実施報告書を作成の
上，翌月の１０日までに報告するものとす

　　る。
別紙　支払金額内訳書

区分 金額 支払予定
金額

４月～
６月分

契約金額の３／12
（千円未満切り捨て） 886,000円

７月～
９月分

契約金額の３／12
（千円未満切り捨て） 886,000円

10月～
12月分

契約金額の３／12
（千円未満切り捨て） 886,000円

１月～
３月分

契約金額から既支払済
額を控除した額 888,480円

合計 3,546,480円

⑶　概算払における精算手続の制度内容

ア　概算払は，経費の支出方法の特例の一つであって，地

方公共団体が支払うべき債務金額の確定前に概算をもっ

て支出することをいい，債権者は確定しているが債務金

額が未確定の場合において，あらかじめ一定の金額をそ

の債権者に交付し，後日債権額の確定したときに精算す

る制度である。

イ　広島市会計規則によれば，概算払を受けた者は，用務

又は事件の終了後１０日以内に，精算書を作成し，概算

払金を精算しなければならないとされている（同規則第

６４条第１項）。

また，概算払を受けた者は，精算書を作成したとき

は，速やかにこれを主管課長に送付しなければならない

とされ（同条第４項），主管課長は，精算書の送付を受

けたときは，これを精査のうえ，これに基づく精算命令

書を作成して，精算書とともに経理担当課長に送付し，

経理担当課長は，直ちにこれらを会計管理者又は区会計

管理者に送付しなければならないとされる（同条第５項

及び第６項）。

概算払に係る関係法令
・地方自治法
　　第２３２条の５　（略）
　　２�　普通地方公共団体の支出は，政令の定め

るところにより，資金前渡，概算払，前金
払，繰替払，隔地払又は口座振替の方法に
よつてこれをすることができる。

・地方自治法施行令
　　（概算払）
　　第�１６２条　次の各号に掲げる経費について

は，概算払をすることができる。
　　　一～五　（略）
　　　六�　前各号に掲げるもののほか，経費の性

質上概算をもつて支払をしなければ事務
の取扱いに支障を及ぼすような経費で普
通地方公共団体の規則で定めるもの

・広島市会計規則
　　（概算払の範囲）
　　第�６２条　令第１６２条第１号から第５号ま

でに掲げる経費のほか，次に掲げる経費に
ついては，概算払をすることができる。

　　　⑴～⑹　（略）
　　　⑺　委託料
　　　⑻　（略）
　　（概算払金及び前払金の精算）
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契約額
（概算払額） 精算額 執行残額

（戻入額）
3,546,480円 3,497,374円 49,106円

イ　教室別の開催回数，延べ参加者数及び支出額

区分
開催
回数

延べ参
加者数

支出額（精算額）

講師謝礼金 会場使用料 消耗品費 合　計

日本語
教室

120回 3,256人 600,000円 108,280円 85,870円 794,150円

介護教
室

48回 1,257人 240,000円 29,680円 44,469円 314,149円

日中料
理教室

32回 928人 160,000円 23,600円 306,321円 489,921円

書道教
室

35回 430人 175,000円 17,700円 38,217円 230,917円

手芸教
室

48回 741人 240,000円 23,320円 133,930円 397,250円

日本の
歌教室

35回 1,007人 175,000円 4,800円 67,585円 247,385円

二胡教
室

24回 177人 120,000円 19,000円 17,642円 156,642円

太極拳
教室

24回 513人 120,000円 27,240円 48,632円 195,872円

舞踊秧
歌教室

100回 2,107人 500,000円 75,340円 95,748円 671,088円

合　計 466回 10,416人 2,330,000円 328,960円 838,414円 3,497,374円

⑸　精算における講師謝礼金及び消耗品費の支払事実の確認

状況

広島市は，会から毎月，実施報告書を提出させ，併せて

証拠書類として領収書も提出させ，次のとおり確認してい

たとのことである。

なお，領収書は，確認後，会に返却しているとのことで

ある。

ア　講師謝礼金

講師謝礼金の領収書については，市販の領収書用紙を

使用して作成されたものであり，広島市は，支払年月

日，教室名，講師名及び支払金額について確認してい

た。

イ　消耗品費

消耗品費の領収書については，スーパーマーケット等

が発行したものであり，広島市は，支払年月日，購入店

舗，購入品目及び支払金額について確認していた。

⑹　精算における講師謝礼金及び消耗品費の支払事実に係る

陳述等

ア　陳述書の記載内容

請求人から提出があった事実証明書別紙６の陳述書及

び追加で提出があった陳述書に次の記載がある。なお，

ア，イ，エ，キ，ケ及びコに係る陳述については請求人

本人による陳述であり，同人から監査事務局職員におい

　　第�６４条　概算払を受けた者は，用務又は事
件の終了後１０日以内に，精算書を作成
し，概算払金を精算しなければならない。

　　２　（略）
　　３�　概算払又は前払金を受けた者は，前２項

の規定により精算する際，過金を生じたと
きは速やかにこれを返納し，不足金を生じ
たときはこれを請求しなければならない。

　　４�　概算払を受けた者は，第１項の規定によ
り精算書を作成したときは，速やかにこれ
を主管課長に送付しなければならない。

　　５�　主管課長は，前項の規定により精算書の
送付を受けたときは，これを精査のうえ，
これに基づく精算命令書を作成して，精算
書とともに経理担当課長に送付しなければ
ならない。

　　６�　経理担当課長は，前項の規定により精算
命令書及び精算書（概算旅費に係る精算命
令書及び精算書で過不足を生じなかつたも
のを除く。）の送付を受けたときは，直ち
にこれらを会計管理者又は区会計管理者に
送付しなければならない。

⑷　平成２７年度契約及び平成２８年度契約の履行状況及び

精算状況

広島市は，会から毎月，事業報告書を提出させて，これ

によって教室ごとの開催日時，開催場所，出席者数，開催

内容，責任者氏名，支出額等を確認し，年度末に次のとお

り精算を行っていた。

ア　平成２７年度契約

ア　執行額

契約額
（概算払額） 精算額 執行残額

（戻入額）
3,150,880円 2,972,468円 178,412円

イ　教室別の開催回数，延べ参加者数及び支出額

区分
開催
回数

延べ参
加者数

支出額（精算額）

講師謝礼金 会場使用料 消耗品費 合　計

日本語
教室

119回 3,578人 593,000円 119,720円 73,080円 785,800円

介護教
室

41回 880人 205,000円 9,760円 57,129円 271,889円

日中料
理教室

21回 625人 105,000円 15,200円 121,809円 242,009円

書道教
室

20回 330人 100,000円 9,640円 31,462円 141,102円

手芸教
室

43回 1,024人 215,000円 19,240円 64,849円 299,089円

日本語
歌謡教
室

41回 1,311人 205,000円 2,400円 41,927円 249,327円

二胡教
室

16回 143人 80,000円 14,230円 9,982円 104,212円

押し花
教室

19回 337人 95,000円 7,600円 13,870円 116,470円

中国武
術教室

41回 736人 200,000円 50,420円 0円 250,420円

民謡舞
踊教室

81回 1,749人 405,000円 70,880円 36,270円 512,150円

合　計 442回 10,713人 2,203,000円 319,090円 450,378円 2,972,468円

イ　平成２８年度契約

ア　執行額
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・「押し花」教室は，全然存在ではなかったが，どう

やって材料費をもらったのか。

ク　平成２９年１２月１日　　証人Ｂ

・２０１７年１１月５日午後，会の代表Ｌが僅か１０

分で，会員たちに，２０１５年と２０１６年度のい

わゆる財務状況を公開してくれた。２年間，市から

受領した委託金中の消耗品費が合計１３０万円余り

あったが，その使途として，ただコピー・小お菓

子・お茶を購入して使った，と言ってくれた。この

３種類には，どうやって使っても，その沢山の資金

を使わないと思う。

・講師代については，委託金として年金課から１回で

５，０００円をもらえるが，講師たちは毎回２，００�

０円～３，０００円を受領したことが，会員たちは

皆分かったことで，ただ，Ｌに報復されるのを心配

するから，事実を正直に言う勇気もなく，証言も書

いてもらえなくなる。

ケ　平成２９年１２月４日　　証人Ｒ

・１２月４日（月）午前，会の会計Ｎは，講師たちに

１１月分の講師代を支払った。書道講師のＳは用事

で休んで，Ｔがその代理として２回ほど教えてくれ

た。２回で１万円をもらえるはずなのに，ＮがＴへ

６千円を渡しながら，１万円の受取を書いてくれん

と請求した。

　Ｔは，それは違法で，国も個人も騙すな，規定通り

もらう，と回答した。ＬとＮに掛け合った結局，Ｔ

に１万円を払った。

・会の理事，講師，会員中の何人か，自分の印鑑をず

っと代表に預かってもらっている。

コ　平成２９年１２月１日　　証人Ｍ

・保険年金課から，今年７月１２日付の手紙が届いて

きた。内容はＬが年金課からの質問に答えた内容だ

った。中には次の「」中の内容があった。

　「講師謝礼金は，５，０００円を渡して領収書を受

け取っている。その後で，承諾してくれた方から，

交流事業の委託費が入るまで２，０００円～３，００�

０円を預かって運営に充てている。預り金に対し

て，預かり証等は発行していない。（交流事業の委

託費は，事業終了後に振り込まれるため）」

・２０１７年１１月５日（日）午後３時～５時まで，

「中秋賞月交流会」があった。はじめに，Ｌが１０

分ほどで，２０１５と２０１６年度のいわゆる会計

報告をみんなにした。中には次の内容があった。

　「帰国者講師の５，０００円講師代から，２，０００

円ほどずつ預かったのは，交流活動用の立て替え金

として使う。」

　実は，交流活動に使った立替金が，交流活動が終わ

って，活動に使った費用のレシートなどを年金課へ

提出して確認してもらった後（約２か月），交流活

て同様の内容を聞いている。

ア　平成２９年９月８日　　証人Ｏ

・３年間，会が保険年金課から，２００万円ほどの消

耗品（教材費，材料費，コピー費）に使う費用があ

ったと聞いたが，実際はそんなに沢山の費用が使わ

なかったと思う。

・平成２７年度の料理教室に使う材料費は，毎回８，

０００円で，平成２８年度と２９年度には，毎回１�

０，０００円になったそうだが，実際は，毎回使っ

た材料費は，４，０００円でも超えないと思う。

・平成２７年度の「押し花」教室の材料は，嘘だっ

た，「押し花」の教室は，１度でもやっていなかっ

た。

・日本語や日本語歌教室の教材は，ほとんどコピーし

たＡ４サイズの紙を１枚や２枚ほどもらった。中央

公民館で簡易印刷機の印刷代は，とても安い。

・太極拳などの教室は，材料費はあまり要らなかっ

た。

イ　平成２９年９月８日　　証人Ｐ

・毎回料理教室に使う材料費はせいぜい３，０００円

ほど。賞味期限超えたキュウリを配って食べさせて

くれた。

ウ　平成２９年９月８日　　証人Ａ（証人の不利益防止

の観点から匿名とする。以下同様の表記の場合は同じ

理由である。）

・平成２７年，Ｑ（中国帰国者２世で，会の責任者中

の一人）とＬと２人が，Ｉ会は国から支援金をもら

えない，講師としてやりたい人がおれば，ボランテ

ィアとしてやると，みんなを騙した。

エ　平成２９年８月２６日　　証人Ｒ

・講師代について，市から毎回５，０００円の講師代

をもらえるが，講師たちはＬから，毎回２，０００

～３，０００円だけもらった。残りの金額は使途不

明になってしました。

オ　平成２９年８月２７日　　証人Ｂ

・料理教室に使う食材の費用は，毎回平均で４，００�

０円超えないと思う。

・３つの日本語教室に使い教材は，全部Ａ４サイズの

コピー資料で，公民館の簡易印刷機でコピー代は，

非常に安いから，沢山の材料費が要らない。

カ　平成２９年８月２６日　　証人Ｃ

・料理教室では，平成２７年度，毎回８，０００円の

材料費で，平成２８と２９年度，毎回１０，０００

円の材料費で，３年間，市年金課から，もう８４�

０，０００ほど食材の材料費をもらったが，実際

は，毎回料理教室に使う費用は，３，０００円～３，�

５００円で，安い野菜や鶏肉，アメリカ産低価お米

を購入し食べさせてくれた。

キ　平成２９年８月２６日　　証人Ｒ
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　　　　　ａ　調査日

　　　　　　　平成２９年１２月２７日

　　　　　ｂ　調査結果

　　　　　　　次の内容の証言を得た。

⒜　講師謝礼金について，市から会に支払われる委

託料の金額が１回当たり５，０００円であること

は知っていたが，実際に受領していた金額は，平

成２７年度が１回当たり１，０００円，平成２８

年度が１回当たり２，０００円であった。

　差額を控除されていることについて，会からは

他の交流事業や消耗品の購入等に使用するためと

説明を受けており，以前は講師謝礼金が支払われ

ていなかったことを思えば仕方なく納得したが，

他の交流事業や消耗品費についても市から委託料

として支払われていることの説明はなかった。

⒝　会から市へ提出された講師謝礼金の領収書にあ

る自分の名前の印影は，押印した覚えは１度もな

い。

　押印されている印影は，会の事務手続上，急に

押印が必要になった場合の便宜を図るため自分か

ら会に預けた印鑑であるが，この様な使い方をさ

れるとは思っていなかった。

⒞　消耗品の購入については，自身で必要な品物を

立替払で購入し，その後，会に領収書を提出して

代金を受け取っており，教室の実態に見合わない

ような購入はしていない。

イ　講師　証人Ｈ

　　　　　ａ　調査日

　　　　　　　平成３０年１月４日

　　　　　ｂ　調査結果

　　　　　　　次の内容の証言を得た。

⒜　会から市へ提出された平成２７年度実績報告書

に講師として自分の名前があったというが，自分

は講師をやったことがない。

⒝　平成２７年度に，会から市へ提出された講師謝

礼金５回分２５，０００円の領収書に自分の名前

の印影があるというが，自分は講師をやったこと

がなく，押印した覚えもない。

エ　陳述書，聞取調査書及び関係人である講師に対する調

査の結果に係る講師の領収書の記載状況

上記アの陳述書，イの聞取調査書及びウの講師に対す

る関係人調査において講師謝礼金を全額は受領していな

いと述べている講師（証人Ｄ，証人Ｅ，証人Ｈ）の講師

謝礼金の領収書及び教室事業自体が行われていないと述

べられている押し花教室（講師　Ｖ）の講師謝礼金の領

収書については，広島市（健康福祉局保険年金課）にお

いて保管してる領収書のコピーを監査事務局職員が確認

したところ，いずれも受取人である講師の押印のみで，

記名がされていなかった。

動用の立て替え金は年金課から返してもらうはずな

のに，どうして２年半前からの立替金が，まだ提出

した人に返されなかったの？

イ　請求人による聞取調査書の記載内容

請求人から提出があった事実証明書別紙６のＭが整理

した証言及び追加で提出があったＭが整理した証言（以

下これらを「聞取調査書」という。）に次の記載があ

る。

ア　平成２９年９月１４日整理　　証人Ｄ

・平成２７と２８年度の講師代は，毎回２，０００円

をもらった。

・平成２９年度の講師代は，毎回３，０００円をもら

った，受領するときに，一枚の紙にサインした，紙

が上と下２部あった，上の半分が会に，下半分が私

は持っている。紙には，月分と回数だけあった。

・私の印鑑が，ずっと責任者のところに預かってあ

る。

イ　平成２９年９月１４日整理　　証人Ｅ

・平成２８年度から講師になった，月２回，講師代は

もらわなかった，自分がボランティアとしてやるか

ら。

・担当する教室用の材料費があまりかからない。

ウ　平成２９年９月１４日整理　　証人Ｆ

・平成２８年度から講師になった，月１回，２８年度

の講師代は毎回５，０００円をもらったが，２９年

度から，毎回３，０００円をもらっている。

エ　平成２９年９月１４日整理　　証人Ｇ

・いままで，消耗品はあまり使わなかった。

・平成２８年度の講師代は，毎回５，０００円で，２

人で分けて，２，５００ずつもらったが，実は私一

人で講師としてやった。

・今年度から，毎回３，０００円をもらって，残りの

２，０００円は，会に出して立替金として使うそう

だ。

・講師代については，市から毎回５，０００円をもら

えるが，帰国者の講師たちは，毎回２，０００円～

３，０００円をもらった。僕だけでなく，Ｓ，Ｕも

同じ。もらっていない講師代は，会の活動に立替金

として使うそうだが，最初から出した立替金が，ま

だ僕たちに返還してくれなかった。

・講師代を受領する時に，領収書はなかった，紙にサ

インした。

ウ　監査事務局職員による講師に対する関係人調査の結果

監査事務局職員により講師に対する関係人調査を次の

とおり行った。なお，陳述書等において講師謝礼金を全

部又は一部受け取っていないとされる講師について関係

人調査を申し入れたが，次の者を除き，証言を得られな

かった。

ア　講師　証人Ｄ
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は，いまだ精算が行われていないことから，監査の対象とは

ならない。

⑴　講師謝礼金に係る委託料の支出について

ア　請求人は，平成２７年度契約及び平成２８年度契約に

おける講師謝礼金に係る委託料の支出については，一部

の講師謝礼金について実費を超えた金額の委託料の支出

となっていると主張している。

イ　請求人から提出があった陳述書及び聞取調査書には，

講師等の証言として，講師謝礼金は５千円ではなく２～

３千円しかもらっていないこと，その理由として会の別

の経費として使うための立替えとして差し引いている旨

の説明を受けたこと，その立替金に係る借用書等の文書

はないこと等が記されている。

ウ　講師に対する関係人調査によれば，ある者は講師謝礼

金として２～３千円しか受け取っておらず残りは会で使

うと説明されたとしており，また，別の者は事業報告書

上では自分が講師を行い講師謝礼金の領収書を作成した

ことになっているが実際には講師を行ったことがなく講

師謝礼金も受け取っていないとのことであった。

さらに，広島市が保管している領収書の写しを確認し

たところ，領収者である講師の記名がなく印影だけのも

のが６割を超えていた。

エ　一方，会の代表者に対する関係人調査によれば，会は

講師本人に講師謝礼金を全額支払った上で，講師本人が

領収書に押印し，支払額のうちの一部を任意で会に寄附

していると代表者は証言している（なお，別の機会に会

の代表者が広島市（健康福祉局保険年金課）にした説明

内容では，会は講師謝礼金５千円を渡した後，講師から

承諾を得て２～３千円を預かっているが，預り証等は発

行していないとしており，会の代表者は会が講師から受

け取る金銭の性質を「寄附」と言ったり「預かり」と言

ったりと一貫していない。）。

オ　このように講師等の証言と会の代表者の証言との間に

は，講師謝礼金を受け取ったか否か，受け取った金額は

５千円か否か，会へ寄附がなされたか立替ないし預り金

が発生したのか否か，寄附がなされたとしたら任意であ

るのか否か，領収書は講師本人が作成したものか否かと

いった重要な部分で食い違いがある。

少なくとも，関係人調査を行った２人の名義の領収書

については，両人に対する関係人調査で得られた証言に

よれば，本人が作成したものではないとのことであるか

ら，領収書が偽造されたものである疑念を払拭できな

い。

また，関係人調査による証言は得られなかったが，上

述の聞取調査書において講師謝礼金はもらわなかったと

証言している者の名義の領収書が存在していること，ま

た，上述の陳述書である教室は開催されていなかったと

証言した者がいる中でその教室の講師名義の領収書が存

在していることも不自然である。

オ　監査事務局職員による会の代表者に対する関係人調査

の結果

Ｉ会　代表者　Ｌ

ア　調査日

　　　　　　平成３０年１月４日

イ　調査結果

　　　　　　次の内容の証言を得た。

ａ　講師謝礼金について，５，０００円を一旦講師に

支払っており，その上で講師本人の了承を得て会に

２，０００円か３，０００円をカンパしてもらってい

る。

ｂ　会から市へ提出された講師謝礼金の領収書の印に

ついては，講師達から印鑑を預かっておらず，講師

本人が直接押印している。

ｃ　消耗品については，各講師が必要な品物を立替払

で購入して，その領収書を会に提出し，それを市に

報告して認められたものについて，会が講師に代金

を支払っている。

カ　広島市（健康福祉局保険年金課）職員による会の代表

者への聞取り

広島市（健康福祉局保険年金課）職員が平成２９年７

月５日に会の代表者から次の内容を聞き取っている旨の

協議録が存在する。

・講師謝礼金は，５，０００円を渡して領収書を受け

取っている。

・その後で，承諾してくれた方から，交流事業の委託

費が入るまで２，０００円～３，０００円を預かって

運営に充てている。

・預り金に対して，預り証等は発行していない。

　（交流事業の委託費は，事業終了後に振り込まれる

ため）

キ　広島市長の意見書の内容に係る補足的聞取り

広島市長の意見書中「一部の講師から聴き取りを行っ

たが，偽物の領収書であるとの確認はできなかった。」

との記述がある（上記第３の２の⑵のイのイのｂ）が，

この一部の講師とは会の代表者及び会計担当者の２人で

あることを広島市（健康福祉局保険年金課）職員から，

監査事務局職員が聞き取った。

２　判断

請求人は，広島市が平成２７年度契約及び平成２８年度契

約における講師謝礼金及び消耗品費に係る委託料の精算にお

いて，会が提出した偽りの領収書により実費を超える金額で

支払額を確定したため，違法又は不当な精算による公金の支

出があると主張するとともに，実費との差額の損害を被った

にもかかわらず，会に損害賠償請求権を行使していないのは

違法又は不当に財産の管理を怠る事実があると主張している

ものと認められることから，以下，検討する。

なお，平成２９年度の同様の委託契約に係る分について
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金額の委託料を支出している旨の請求人の主張について

は，現在の証拠関係では請求人の主張に理由があるとま

では認められない。

３　結論

以上のことから，本件措置請求のうち，平成２７年度契約

及び平成２８年度契約における講師謝礼金に係る委託料の支

出に関するものについては，講師謝礼金の支払が全て領収書

に記載されたとおりに行われているとは認められず，広島市

における委託料の支出の根拠となる講師謝礼金の支払の事実

確認が不十分であることから，改めて事業報告書及び精算書

に記載されている講師謝礼金が各講師に全額支払われている

かの調査を実施し，その支払の事実が確認できない場合に

は，会に対し講師謝礼金に係る委託料の返還請求をする等必

要な措置を講ずるとともに，その措置結果を報告するよう勧

告する。

また，本件措置請求のうち，平成２７年度契約及び平成

２８年度契約における消耗品費に係る委託料の支出に関する

ものについては，現在の証拠関係では請求人の主張に理由が

あるとまでは認められないため，これを棄却する。

なお，本件措置請求のうち，平成２９年度の同様の委託契

約における講師謝礼金及び消耗品費に係る委託料の支出に関

するものについては，精算がまだ行われておらず，支出が確

定していないため，これを却下する。

第５　勧告

本件措置請求については，一部理由があるものと判断し，地

方自治法第２４２条第４項の規定により，市長に次のとおり勧

告する。

広島市は，平成２７年度中国残留邦人等日本語教室開催委

託事業委託契約，平成２７年度中国残留邦人等介護教室開催

委託事業委託契約，平成２７年度中国残留邦人等文化・芸術

（日中料理・書道・手芸・押し花）教室開催委託事業委託契

約，平成２７年度中国残留邦人等音楽教室（日本語歌謡・二

胡）開催委託事業委託契約及び平成２７年度中国残留邦人等

スポーツ教室（中国武術・民謡舞踊）開催委託事業委託契約

並びに中国残留邦人等地域生活支援教室開催事業（平成２８

年度）委託契約における講師謝礼金に係る委託料の支出につ

いて，改めて事業報告書及び精算書に記載されている講師謝

礼金が各講師に全額支払われているかの調査を実施し，その

支払の事実が確認できない場合には，Ｉ会に対し講師謝礼金

に係る委託料の返還請求をする等必要な措置を講ずるととも

に，その措置結果を報告すること。

なお，本勧告に対する措置の期限は，平成３０年３月２０日

までとし，地方自治法第２４２条第９項の規定に基づき，措置

期限までに講じた措置の状況について，同月３０日までに監査

委員に通知されたい。

さらに，領収書には，一般的に受領者の記名押印又は

署名が記載されているのが通例であるのに，本件では６

割を超える領収書が押印のみとなっていたが，広島市は

これを支払の事実が確認できる領収書として認めてい

た。

カ　本件のように概算払を行った場合，概算払は，債務金

額が確定していないものについて事前に債務金額を概算

をもって支出するものであるから，その性質上事後にお

いて必ず精算を行い，確定した債務金額が概算払により

支出した額を下回り，余剰が生じた場合，市は支出を受

けた者に対して返納を求めることになる。

債務金額を確定するに当たっては，委託料の精算事務

において，委託事業に要した経費の支払の事実を確認す

ることが重要であるが，以上のことを踏まえると，本件

における講師謝礼金の支払に係る事実確認による精査は

不十分と言わざるを得ず，講師謝礼金の支払が全て領収

書に記載されたとおりに行われているとは認められな

い。

ついては，広島市は，平成２７年度契約及び平成２８

年度契約における講師謝礼金に係る委託料の支出に関

し，全ての講師謝礼金の支払が領収書に記載されたとお

りの支払となっているか否かについて，委託契約上の委

託者の調査権限を行使して，事実確認を行う必要がある

ものと考えられる。

キ　なお，広島市は意見書の中で，会から講師謝礼金の領

収書の提出を受け確認しているので問題ないと言うが，

領収書が偽りである可能性を指摘されている状況におい

て６割を超えるものが押印のみである領収書で確認して

いるので問題ないというのは適切ではないし，また，請

求人の主張は口頭の申立てだけで明確な根拠資料がない

ので請求人主張の事実はないといえると言うが，口頭の

申立ても証言や陳述として人的証拠となり得るので，こ

れもまた適切ではなく，さらに，一部の講師に聞取りを

行ったところ偽りの領収書であるとの確認はできなかっ

たと言うが，その聞取りの対象者は請求人から偽りの領

収書の作成者と指摘されている会の代表者と会の会計担

当者だけであり，調査方法として適切ではない。

⑵　消耗品費に係る委託料の支出について

ア　請求人は，平成２７年度契約及び平成２８年度契約に

おける消耗品費に係る委託料の支出について，実費を超

えた金額の委託料の支出となっていると主張している。

イ　上述の陳述書及び聞取調査書には，教室事業で使われ

た実際の消耗品費の額は精算額より少ない額であるとの

証言が記されているが，その教室の開催日や実際に使わ

れた消耗品の品目等の具体的内容について特定がなされ

ておらず，これについては，実査及び関係人調査におい

ても，特定することができなかった。

ウ　よって，平成２７年度契約及び平成２８年度契約にお

ける消耗品費に係る委託料の支出について実費を超えた


